
研
究
ノ
ー
ト

559

Issues C
oncerning the Status of F

orm
er Shogunate R

etainers Show
n in the P

etition C
am

paign for their W
elfare

は
じ
め
に

　

並
外
れ
た
規
模
の
大
名
と
い
う
よ
り
、
全
国
統
治
を
行
っ
た
中
央
政
府
だ
っ
た
徳

川
幕
府
・
徳
川
家
は
、
厖
大
か
つ
複
雑
な
行
政
機
構
を
構
成
す
る
家
臣
団
を
抱
え
て

い
た
。
そ
の
複
雑
さ
の
た
め
、
彼
ら
旧
幕
臣
が
幕
府
瓦
解
・
維
新
後
に
見
せ
た
歩
み

も
極
め
て
多
種
多
様
な
も
の
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
静
岡
移
封
へ
の
随
従
と
家
臣
団

か
ら
の
切
り
離
し
（
朝
臣
化
・
帰
農
商
の
奨
励
）
と
い
う
戊
辰
時
の
徳
川
家
が
と
っ

た
行
動
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
実
施
さ
れ
た
全
国
諸
藩
や
全
士
族
を
対
象
と
し
た
禄

制
改
革
や
秩
禄
処
分
な
ど
が
重
層
的
に
彼
ら
に
降
り
か
か
る
こ
と
と
な
り
、
短
い
期

間
で
大
き
な
変
化
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
身
分
や
家
禄
を
め
ぐ
り
、
少

な
か
ら
ぬ
混
乱
が
生
じ
た
と
い
え
る
。

　

武
士
の
解
体
を
め
ぐ
る
混
乱
は
後
々
ま
で
尾
を
引
き
、
身
分
の
回
復
や
給
付
金
の

追
加
を
求
め
る
士
族
た
ち
（
あ
る
い
は
士
族
と
な
れ
な
か
っ
た
者
た
ち
）
の
運
動
が

全
国
的
に
続
い
た
。
そ
し
て
、
明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）
に
制
定
さ
れ
た
家
禄
賞

典
禄
処
分
法
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
抑
圧
さ
れ
て
い
た
欲
望
が
一
挙
に
噴
出
し
た
か
の

よ
う
に
復
禄
請
願
運
動
が
高
揚
し
た
。

　

武
士
と
い
う
旧
支
配
層
が
有
し
た
身
分
上
・
経
済
上
の
特
権
の
最
終
的
な
解
消
を

目
的
と
し
た
秩
禄
処
分
の
複
雑
な
経
緯
と
、
そ
れ
に
と
も
な
い
発
生
し
た
錯
誤
や
不

公
平
を
是
正
す
る
た
め
の
家
禄
賞
典
禄
処
分
法
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
先
学
の
研

究
成
果
が
あ
る
）
1
（

。
本
稿
は
そ
の
大
枠
に
学
び
、
旧
幕
臣
・
旧
幕
府
関
係
者
の
復
禄
問

題
に
対
象
を
し
ぼ
っ
て
、
同
法
に
誘
発
さ
れ
た
運
動
の
具
体
相
と
と
も
に
請
願
書
に

表
れ
た
彼
ら
の
維
新
前
の
身
分
に
ま
つ
わ
る
意
識
と
実
態
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
つ

つ
、
考
察
し
て
み
た
い
。
小
論
は
旧
幕
臣
に
よ
る
復
禄
請
願
運
動
に
つ
い
て
総
体
的

に
見
通
し
た
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

一　

さ
ま
ざ
ま
な
請
願
者

　

復
禄
請
願
運
動
を
行
っ
た
旧
幕
臣
・
旧
幕
府
関
係
者
に
は
多
様
な
背
景
を
持
つ
さ

ま
ざ
ま
な
出
自
の
者
が
存
在
し
た
。
ま
ず
は
筆
者
が
仮
に
分
類
し
て
み
た
、
１
静
岡

藩
士
、
２
朝
臣
に
な
っ
た
者
、
３
帰
農
・
帰
商
者
、
４
抗
戦
後
の
降
伏
人
、
５
遠
国

の
与
力
・
同
心
、
６
小
揚
者
・
製
塩
方
な
ど
、
７
御
用
達
・
職
人
・
能
役
者
な
ど
、

復
禄
請
願
運
動
に
み
る
旧
幕
臣
の
身
分
を
め
ぐ
る
諸
問
題
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８
地
役
人
・
御
林
守
・
足
軽
な
ど
、
９
そ
の
他
、
と
い
う
類
型
毎
に
事
例
を
紹
介
し

な
が
ら
、
全
体
像
を
概
観
し
て
み
た
い
。

１　

静
岡
藩
士

　

元
静
岡
藩
士
に
よ
る
復
禄
請
願
の
数
は
き
わ
め
て
多
い
。
す
べ
て
を
取
り
上
げ
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
や
や
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
で
は
あ
る
が
具
体
例
を
示
せ
ば
以
下

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
「
旧
静
岡
藩
小
菅

世
雄
」
は
、
先
代
が
一
五
〇
〇
石
を
領
し
た
旗
本
で
あ
り
、

維
新
後
は
静
岡
に
移
住
し
、
一
四
石
四
斗
の
永
世
禄
を
給
さ
れ
、
そ
れ
に
も
と
づ
き

金
禄
公
債
処
分
を
受
け
た
。
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
一
二
月
の
禄
制
改
革
の
布
告

に
よ
れ
ば
、
元
高
に
対
し
九
〇
石
の
給
与
を
受
け
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の

不
足
分
を
請
求
す
る
と
い
う
請
願
を
提
出
し
た
。
し
か
し
、
静
岡
藩
士
で
あ
る
小
菅

は
同
藩
が
明
治
二
年
八
月
に
改
定
し
た
禄
制
が
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
り
、「
明
治
二

年
十
二
月
二
日
ノ
布
告
ハ
中
下
太
夫
士
以
下
ノ
禄
制
ニ
シ
テ
各
藩
士
族
卒
ニ
適
用
ス

ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
」
と
し
て
、そ
の
請
願
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
）
2
（

。
小
菅
は
、

朝
臣
に
適
用
さ
れ
た
禄
制
と
静
岡
藩
士
の
そ
れ
と
を
混
同
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
旧
静
岡
藩
井
上
庄
九
郎
」
は
、
先
代
が
「
旧
幕
府
ノ
臣
」
で
あ
り
、
維
新
後
静

岡
に
移
住
し
家
禄
一
〇
石
八
斗
を
給
さ
れ
た
。
明
治
二
年
に
開
墾
の
た
め
「
遠
州
金

谷
村
牧
之
原
」
に
転
居
し
た
が
、
翌
年
三
月
に
脱
走
し
た
た
め
、「
脱
走
ノ
者
ハ
収

禄
家
名
断
絶
」
す
る
と
の
頭
役
中
條
金
之
助
の
口
達
に
も
と
づ
き
、
家
禄
を
没
収
さ

れ
た
。
こ
れ
は
「
藩
庁
ノ
専
断
ニ
出
タ
ル
モ
ノ
」
で
あ
り
、明
治
四
年
（
一
八
七
一
）

五
月
二
八
日
発
布
の
布
告
以
前
に
逃
亡
し
た
者
に
対
し
、そ
の
布
告
を
適
用
し
た「
違

法
ノ
処
分
」
で
あ
り
、
家
禄
全
部
の
給
与
を
請
願
し
た
。
し
か
し
、
請
求
人
の
先
代

は
四
年
五
月
の
布
告
か
ら
五
〇
日
を
経
過
し
て
も
脱
走
か
ら
復
帰
し
な
か
っ
た
の

で
、
収
禄
は
適
法
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
請
願
は
撥
ね
ら
れ
た
）
3
（

。

　

明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
一
〇
月
時
点
で
宇
都
宮
市
に
住
ん
で
い
た
「
栃
木

県
（
旧
静
岡
藩
）
伊
庭
秀
」
は
「
家
禄
奉
還
金
追
給
之
義
ニ
付
請
願
」
を
大
蔵
大
臣

に
提
出
し
た
。
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
一
二
月
の
太
政
官
布
告
第
四
二
五
号
に
も

と
づ
き
翌
年
家
禄
奉
還
を
行
っ
た
も
の
の
、
九
年
（
一
八
七
六
）
八
月
に
出
さ
れ
た

太
政
官
布
告
第
一
〇
八
号
す
な
わ
ち
金
禄
公
債
証
書
発
行
条
例
で
は
「
拾
壱
年
乃
至

拾
四
年
分
」
を
賜
る
は
ず
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
先
の
家
禄
奉
還
で
は
「
僅
カ

ニ
六
ケ
年
分
」
を
も
ら
っ
た
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
そ
の
不
足
分
を
欲
し
い
と
の
内
容

だ
っ
た
。
し
か
し
、「
静
岡
県
士
族
金
券
調　

弐
」（
第
一
類　

明
治
九
年
国
債
寮
之

部　

第
八
十
冊
ノ
内
ヨ
リ
書
抜
）
な
ど
大
蔵
省
が
保
存
す
る
公
文
書
に
は
、
請
願
人

の
父
伊
庭
秀
興
（
熊
太
郎
）
が
静
岡
藩
で
の
家
禄
現
米
九
石
に
も
と
づ
き
「
適
法
ノ

処
分
」
を
受
け
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
請
願
は
採
用
す
べ
き
で
な
い
と
決
議

さ
れ
た
）
4
（

。
す
で
に
家
禄
奉
還
に
よ
っ
て
現
金
・
公
債
（
秩
禄
公
債
）
で
の
一
時
金
を

支
給
さ
れ
た
者
が
、
重
ね
て
金
禄
公
債
を
支
給
さ
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
か
っ
た

の
で
あ
り
、
ま
し
て
伊
庭
は
家
禄
奉
還
を
し
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
伊
庭
秀
興
は

静
岡
藩
で
は
沼
津
病
院
調
役
を
つ
と
め
た
人
物
だ
っ
た
。

　
「
旧
静
岡
藩
福
田
重
固
」
は
、
幕
府
時
代
に
は
二
〇
俵
二
人
扶
持
と
終
身
禄
七
人

扶
持
を
給
さ
れ
て
い
た
。
静
岡
藩
で
の
世
扶
持
五
人
扶
持
、
す
な
わ
ち
現
米
九
石
を

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
に
家
禄
奉
還
し
た
が
、
元
禄
で
あ
る
二
〇
俵
二
人
扶
持
と

終
身
禄
七
人
扶
持
に
対
し
て
は
給
与
を
受
け
て
い
な
い
の
で
不
足
分
を
求
め
る
と
の

請
願
を
出
し
た
。
し
か
し
、
明
治
二
年
八
月
の
静
岡
藩
に
お
け
る
最
後
の
禄
制
に
お

い
て
適
法
に
処
分
さ
れ
て
お
り
、
ま
し
て
終
身
禄
七
人
扶
持
と
い
う
の
は
「
幕
府
ニ

於
テ
外
国
出
張
ノ
廉
ニ
依
リ
テ
手
当
ト
シ
テ
年
々
七
人
扶
持
ノ
給
与
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ

ノ
ニ
シ
テ
是
ハ
幕
府
廃
止
ト
共
当
然
消
滅
ニ
帰
シ
タ
ル
モ
ノ
」
で
あ
り
、
ま
っ
た
く

不
足
分
給
与
の
根
拠
と
は
な
ら
な
い
と
の
理
由
で
請
願
は
不
採
択
と
な
っ
た
）
5
（

。
福
田

は
民
部
・
工
部
・
逓
信
・
内
務
の
諸
省
を
歴
任
し
た
官
僚
と
な
っ
て
お
り
）
6
（

、
法
令
に

も
精
通
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
ま
し
て
没
落
士
族
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ

う
な
人
物
で
も
自
身
の
家
禄
に
つ
い
て
は
的
外
れ
な
請
願
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
旧
幕
府
布
施
邦
久
」
は
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
五
月
軍
艦
組
勤
方
に
任
じ

ら
れ
一
〇
人
扶
持
を
給
さ
れ
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
に
は
三
〇
〇
俵
一
三
人
扶
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持
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、「
富
士
川
船
橋
掛
渡
等
ニ
従
事
」
し
、維
新
後
は
静
岡
で
「
海

軍
学
校
取
締
役
」
に
任
命
さ
れ
、
藩
士
と
し
て
役
金
・
扶
持
米
の
給
与
を
受
け
た
が
、

「
廃
藩
ノ
際
何
等
ノ
達
モ
ナ
ク
自
然
廃
禄
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
三
〇
〇
俵

一
三
人
扶
持
の
復
禄
を
願
う
と
の
請
願
を
提
出
し
た
。
し
か
し
、
藩
制
施
行
後
に
家

禄
を
有
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
「
証
拠
」
を
提
供
し
な
か
っ
た
と
の
理
由
で
、
請
願

は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
）
7
（

。
こ
の
復
禄
請
願
書
に
記
さ
れ
た
履
歴
か
ら
、布
施
邦
久
は
、

駿
府
勤
番
十
兵
衛
の
弟
で
、
幕
府
海
軍
の
軍
艦
組
勤
方
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
に
派
遣
さ

れ
、
帰
国
後
は
製
鉄
所
調
役
取
締
課
主
務
や
軍
艦
役
並
蒸
気
役
一
等
と
な
り
、
駿
河

府
中
藩
・
静
岡
藩
で
は
明
治
元
年
九
月
東
幸
の
た
め
の
富
士
川
仮
橋
の
設
置
担
当
を

つ
と
め
た
ほ
か
、
清
水
港
に
設
置
予
定
だ
っ
た
海
軍
学
校
取
締
役
を
経
て
運
送
方
取

締
役
に
転
じ
た
と
い
っ
た
経
歴
を
持
つ
布
施
鉉
吉
郎
）
8
（

と
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
た
。
彼
が
静
岡
藩
士
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
な
ぜ
か
復

禄
請
願
書
に
証
拠
書
類
を
添
付
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
廃
藩
の
際
に
自
然
に
廃

禄
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
も
不
思
議
で
あ
る
。

　
「
旧
静
岡
藩
湯
原
い
く
」
は
、
六
人
扶
持
給
与
の
地
方
添
役
と
し
て
駿
東
郡
中
山

村
（
現
御
殿
場
市
）
に
勤
務
し
た
同
藩
士
湯
原
民
蔵
の
相
続
人
だ
っ
た
。
民
蔵
は
明

治
二
年
七
月
に
嗣
子
な
く
病
死
し
、
そ
の
姉
妹
に
は
遺
族
と
し
て
藩
主
か
ら
三
人
扶

持
が
支
給
さ
れ
た
が
、
五
年
（
一
八
七
二
）
三
月
に
は
「
涙
金
」
と
し
て
二
〇
円
が

下
さ
れ
、
そ
の
後
は
嘆
願
し
た
も
の
の
扶
持
米
が
給
与
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

時
が
流
れ
姉
妹
は
他
家
に
嫁
い
だ
が
、
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
に
は
岩
村
正
道

な
る
者
に
絶
家
だ
っ
た
湯
原
家
を
再
興
さ
せ
た
の
で
、
復
禄
を
請
う
こ
と
に
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
請
願
に
対
し
て
は
、「
請
求
ス
ル
家
禄
ハ
当
時
絶
家
ト
共
ニ
消
滅
ニ

帰
シ
タ
ル
モ
ノ
」
だ
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
）
9
（

。

２　

朝
臣
に
な
っ
た
者

　
「
旧
幕
府
柘
植
正
曜
」
は
一
五
〇
〇
石
を
領
し
た
元
旗
本
で
、
維
新
後
は
朝
臣
と

な
り
、
明
治
元
年
「
行
政
官
附
」
と
し
て
扶
助
米
三
〇
〇
俵
を
下
賜
さ
れ
た
が
、
明

治
九
年
の
金
禄
公
債
処
分
の
際
に
は
三
五
石
に
対
す
る
公
債
証
書
を
下
付
さ
れ
た
の

み
で
、
残
高
七
五
石
分
の
下
付
が
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
給
付
を
求
め
る
と
の
請
願

を
出
し
た
。
し
か
し
、「
適
法
ノ
処
分
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
」
と
し
て
請
願
が
認
可
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
）
10
（

。
元
高
一
五
〇
〇
石
の
柘
植
が
三
〇
〇
俵
と
さ
れ
た
の
は
、

明
治
元
年
八
月
二
二
日
の
鎮
将
府
達
に
も
と
づ
き
新
政
府
が
扶
助
す
る
旧
幕
臣
に
対

し
実
施
し
た
、
元
高
を
八
区
分
し
て
の
削
禄
（
四
〇
石
以
下
は
従
前
通
り
）
と
知
行

取
の
蔵
米
取
化
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
三
〇
〇
〇
石
以
下
一
〇
〇
〇
石
ま
で
が
三
〇
〇

俵
（
一
〇
五
石
）
と
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
二
年
一
二
月
の
禄
制
改
革
で
は

二
一
等
級
に
区
分
さ
れ
、
三
〇
〇
俵
に
あ
た
る
元
高
四
〇
〇
石
未
満
三
〇
〇
石
ま
で

は
三
五
石
に
削
減
と
な
っ
た
）
11
（

。
従
っ
て
柘
植
が
三
五
石
の
金
禄
公
債
を
付
与
さ
れ
た

の
に
間
違
い
は
な
く
、
七
五
石
分
が
足
り
な
い
と
の
主
張
は
的
外
れ
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

　
「
旧
幕
府
六
郷
政
寛
」
は
六
〇
〇
石
を
領
し
た
旗
本
だ
っ
た
人
物
で
あ
り
、
明
治

元
年
一
二
月
に
朝
臣
と
し
て
行
政
官
支
配
に
な
っ
た
。
二
年
（
一
八
六
九
）
一
二
月

実
施
の
禄
制
改
革
に
よ
り
家
禄
は
五
五
石
と
な
っ
た
。
廃
藩
置
県
後
は
二
八
石
の
み

が
給
さ
れ
、
金
禄
公
債
処
分
も
そ
の
数
値
で
受
け
た
が
、
差
額
二
七
石
分
に
つ
い
て

請
求
す
る
と
の
請
願
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
も
「
適
法
ノ
処
分
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
」

と
し
て
撥
ね
ら
れ
て
い
る
）
12
（

。
や
は
り
、
明
治
元
年
八
月
の
削
禄
に
よ
り
六
〇
〇
石
は

二
〇
〇
俵
と
さ
れ
、
翌
年
一
二
月
の
禄
制
改
革
で
は
、
さ
ら
に
そ
れ
が
二
八
石
（
元

高
三
〇
〇
石
未
満
二
〇
〇
石
ま
で
に
該
当
）
に
削
減
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
時
点

で
は
旧
幕
時
代
の
元
高
六
〇
〇
石
（
改
革
後
は
五
五
石
に
該
当
）
が
当
て
は
め
ら
れ

た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
二
七
石
が
不
足
す
る
と
の
見
解
は
錯
誤
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。

３　

帰
農
・
帰
商
者

　

徳
川
家
の
駿
河
移
封
に
あ
た
り
、
そ
の
臣
列
か
ら
離
れ
る
と
と
も
に
、
武
士
身
分

を
も
捨
て
帰
農
・
帰
商
し
た
者
が
い
た
。
し
か
し
、
後
に
士
分
で
な
く
な
っ
た
こ
と
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を
後
悔
し
、
静
岡
藩
へ
の
帰
参
を
願
い
出
る
者
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
ま
た
、
帰
農
・

帰
商
に
は
別
の
タ
イ
ミ
ン
グ
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
後
年
に
至
り
、
経
済

的
困
窮
な
ど
を
背
景
に
復
籍
や
復
禄
を
願
い
出
る
例
が
生
じ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
「
元
駿
州
藩　

長
野
県
信
濃
国
更
級
郡
上
山
田
村
四
百
三
十
九
番
地　

平
民
農　

前
島
七
兵
衛
」
は
、
一
〇
俵
一
人
扶
持
の
歩
兵
差
図
役
下
役
か
ら
用
人
組
と
な
り
、

明
治
元
年
一
〇
月
二
四
日
に
帰
農
し
た
が
、「
生
計
之
途
無
之
」、「
彷
徨
」
し
た
た
め
、

「
藩
制
ノ
発
布
ヲ
聞
知
セ
ス
シ
テ
経
過
」
し
て
し
ま
っ
た
。
よ
っ
て
復
禄
を
請
願
す

る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
藩
制
施
行
後
に
家
禄
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
し

て
請
願
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
）
13
（

。

　

ま
た
以
下
に
紹
介
す
る
の
は
、
箱
館
戦
争
へ
の
参
加
と
そ
の
敗
戦
・
降
伏
後
に
帰

商
し
た
と
い
う
、
少
し
タ
イ
ミ
ン
グ
の
違
う
者
の
例
で
あ
る
。

　

明
治
三
一
年
四
月
三
〇
日
付
で
大
蔵
大
臣
あ
て
に
請
願
書
を
提
出
し
た
「
東
京
府

平
民
鈴
木
つ
や
」
は
、「
旧
幕
府
士
伝
習
歩
兵
差
図
役
下
役
故
鈴
木
始
三
郎
妻
」
だ
っ

た
。
鈴
木
始
三
郎
（
天
保
三
年
二
月
八
日
生
、
明
治
二
三
年
一
〇
月
二
日
没
）
の
戊

辰
時
に
お
け
る
行
動
と
帰
商
の
い
き
さ
つ
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

明
治
元
年
四
月
十
一
日
江
戸
城
内
大
手
前
屯
所
伝
習
第
一
大
隊
ヘ
附
添
ヒ
ア
リ

テ
総
野
ヨ
リ
織
ケ
浜
ニ
至
リ
汽
船
大
江
丸
ニ
乗
リ
組
ミ
十
月
廿
一
日
北
海
道
鷲

ノ
木
ヘ
上
陸
ノ
上
五
稜
郭
ニ
入
リ
同
二
年
四
月
十
七
日
榎
本
鎌
次
郎
松
平
太
郎

等
ト
官
陣
ヘ
行
和
議
ヲ
請
ヒ
翌
十
八
日
諸
兵
隊
ト
共
ニ
函
館
承
名
寺
ヘ
入
リ
謹

慎
ス
翌
廿
一
日
同
港
ア
ラ
ビ
ヨ
ン
号
ニ
乗
リ
青
森
ニ
趣
キ
翌
廿
二
日
同
地
蓮
花

寺
ヘ
入
リ
六
月
九
日
弘
前
城
下
最
勝
院
ニ
入
リ
七
月
廿
一
日
青
森
命
光
寺
ヘ
入

リ
十
月
廿
四
日
大
坂
艦
ニ
乗
リ
函
館
弁
天
台
場
ニ
至
リ
同
三
年
四
月
十
日
同
処

ニ
在
テ
朝
廷
取
締
局
井
口
寛
司
ヨ
リ
其
方
儀
今
般
寛
典
ノ
御
沙
汰
ヲ
以
テ
謹
慎

御
免
旧
静
岡
藩
ヘ
御
引
渡
可
相
成
旨
被
申
渡
翌
十
二
日
徳
川
新
三
位
殿
ヨ
リ
金

七
円
拝
領
シ
其
際
静
岡
藩
士
関
口
頼
藻
海
老
原
庫
太
郎
出
張
ア
リ
左
記
之
書
面

差
上
帰
商
相
願
ヒ
同
地
大
町
壱
丁
目
山
崎
屋
東
四
郎
方
ヘ
止
宿
可
致
旨
申
出
タ

ル
ヲ
以
テ
刑
法
局
出
張
員
柴
田
弁
一
郎
ヨ
リ
同
人
召
喚
之
上
被
引
渡
七
月
廿
日

函
館
港
ヨ
リ
陽
春
艦
ニ
乗
リ
廿
四
日
武
蔵
品
川
港
ヘ
着
□
翌
廿
五
日
東
京
浅
草

区
今
戸
町
縁
家
□
□
□
□
□
□　
　

※
□
は
公
開
画
像
が
不
鮮
明
な
箇
所

　
（
帰
商
願
）

　
　
　
　
　
　

覚

　

私
儀
此
度
於
函
館
帰
商
仕
度
此
段
奉
願
候
以
上

　
　

慶元
ノ
マ応ヽ

三
年
四
月
十
二
日　
　

歩
兵
差
図
役
下
役　

鈴
木
始
三
郎

　
　
（
印
）

　
　
（
引
渡
証
）

　
　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
始
三
郎

　

右
私
ヘ
御
引
渡
相
成
請
取
申
候
以
上

　
　

同
年
同
月
同
日　
　
　
　
　

函
館
大
町
壱
丁
目　

山
崎
屋
東
四
郎
（
印
）

　

右
の
書
類
に
よ
れ
ば
、
鈴
木
始
三
郎
は
赦
免
直
後
に
函
館
で
帰
商
し
、
平
民
籍
に

な
っ
て
東
京
に
戻
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
何
の
商
売
を
し
て
生
計
を
立
て
た
の
か
は

わ
か
ら
な
い
。
夫
の
没
後
、
未
亡
人
が
復
禄
を
求
め
た
の
だ
っ
た
が
、
藩
制
施
行
時

の
有
禄
者
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
請
願
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
）
14
（

。

４　

抗
戦
後
の
降
伏
人

　

江
戸
開
城
後
の
戊
辰
戦
争
へ
の
参
加
、
す
な
わ
ち
脱
走
・
抗
戦
・
降
伏
の
経
過
や

そ
の
た
め
に
生
じ
た
混
乱
を
復
禄
請
願
の
理
由
と
し
て
挙
げ
る
者
も
少
な
く
な
か
っ

た
。

　

明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
一
〇
月
二
八
日
、
東
京
市
芝
区
在
住
の
「
旧
幕
士
」

栗
野
忠
雄
が
大
蔵
大
臣
あ
て
に
提
出
し
た
「
復
禄
請
願
書
」
に
よ
れ
ば
以
下
の
通
り

で
あ
る
。
彼
は
七
〇
俵
五
人
扶
持
の
徒
士
の
家
に
生
ま
れ
、慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）

か
ら
は
海
軍
奉
行
組
と
し
て
五
〇
俵
三
人
扶
持
を
給
さ
れ
て
い
た
。
戊
辰
時
に
脱
走

し
て
箱
館
戦
争
に
参
加
し
、
降
伏
後
は
福
井
藩
に
預
け
ら
れ
謹
慎
生
活
を
送
っ
た
。

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
三
月
に
赦
免
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
「
福
井
藩
ヘ
数
学
教
授
ト
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シ
テ
傭
聘
」
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、「
従
前
ヨ
リ
旧
幕
府
ノ
士
籍
ニ
御
坐
候
故
静
岡

藩
士
ノ
儀
ト
愚
信
」
し
て
い
た
た
め
、
廃
藩
後
に
敦
賀
県
庁
よ
り
注
意
さ
れ
る
ま
で

家
禄
・
編
籍
の
こ
と
は
失
念
し
て
い
た
。
そ
こ
で
静
岡
県
庁
に
編
籍
を
依
頼
し
た
が
、

「
禄
高
編
籍
ノ
儀
ハ
出
願
期
限
経
過
ニ
付
採
用
不
相
成
」
と
の
大
蔵
省
指
令
が
伝
達

さ
れ
、
や
む
を
得
ず
民
籍
に
編
入
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
八
年
（
一
八
七
五
）
に
は
東

京
に
転
居
し
た
が
、今
回
の
法
律
施
行
を
受
け
復
禄
を
希
望
す
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

し
か
し
、
藩
制
施
行
以
後
に
家
禄
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
、
彼
の
請
願
は
却

下
さ
れ
た
）
15
（

。
栗
野
に
つ
い
て
静
岡
県
側
で
は
、
六
年
（
一
八
七
三
）
三
月
に
復
籍
・

復
禄
を
認
め
た
い
と
大
蔵
省
に
伺
い
出
て
い
た
が
、
翌
月
同
省
か
ら
不
認
可
の
通
達

が
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
）
16
（

。

　

明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
一
〇
月
二
六
日
、
京
都
市
在
住
の
士
族
長
野
一
郎
は

大
蔵
大
臣
あ
て
に
「
家
禄
奉
還
ノ
際
資
本
金
御
給
与
未
済
額
御
下
附
願
」
を
提
出
し

た
。
そ
の
他
の
書
類
な
ど
に
よ
れ
ば
、
一
郎
の
亡
父
長
野
種
道
（
銓
三
郎
）
は
、
慶

喜
が
将
軍
に
就
任
し
た
際
に
一
橋
家
家
臣
か
ら
幕
臣
と
な
り
、
歩
兵
差
図
役
下
役
並

を
つ
と
め
、
慶
応
四
年
二
月
に
は
彰
義
隊
に
加
わ
り
、
五
月
の
上
野
戦
争
に
も
参
加

し
た
。
そ
の
後
、
謹
慎
処
分
が
一
一
月
に
許
さ
れ
、
三
等
勤
番
組
と
な
り
、
明
治
二

年
一
〇
月
「
沼
津
勤
番
組
々
頭
世
話
役
介
」
に
任
じ
ら
れ
、三
年
二
月
二
日
に
は
「
開

墾
方
附
属
」
に
転
じ
、
四
年
一
〇
月
一
日
に
は
「
横
須
賀
勤
番
組
々
頭
支
配
」、
浜

松
県
貫
属
と
な
っ
た
。
旧
幕
時
代
の
家
禄
一
〇
石
二
人
扶
持
は
、
静
岡
藩
に
お
い
て

一
石
二
人
扶
持
を
削
減
さ
れ
、
九
石
と
さ
れ
た
。
よ
っ
て
そ
の
差
額
を
支
給
し
て
ほ

し
い
と
い
う
請
願
だ
っ
た
。
し
か
し
、
浜
松
県
側
の
書
類
に
よ
れ
ば
、
長
野
が
給
さ

れ
た
世
扶
持
五
人
扶
持
は
旧
禄
一
〇
〇
俵
以
下
二
〇
俵
ま
で
の
者
に
該
当
す
る
も
の

で
あ
り
、
静
岡
藩
が
「
最
後
ニ
定
メ
タ
ル
禄
制
」
に
依
拠
し
て
適
法
な
も
の
で
あ
る

と
さ
れ
、
請
願
は
不
採
用
と
な
っ
た
）
17
（

。
長
野
種
道
（
銓
三
郎
）
の
履
歴
は
、
明
治
二

年
時
点
で
の
明
細
短
冊
）
18
（

か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
ど
う
や
ら
一
郎
は
、
父
種
道
が
彰

義
隊
に
加
わ
り
謹
慎
処
分
を
受
け
た
た
め
に
家
禄
を
削
減
さ
れ
た
も
の
と
勘
違
い
し

て
い
た
よ
う
だ
。

　
「
旧
幕
府
塩
谷
敏
郎
」
は
、
八
〇
俵
五
人
扶
持
を
給
さ
れ
て
歩
兵
差
図
役
を
つ
と

め
た
先
代
が
、
脱
走
し
て
奥
羽
を
転
戦
、
降
伏
後
は
静
岡
藩
に
引
き
渡
さ
れ
田
中
城

で
謹
慎
生
活
を
送
っ
た
す
え
、
明
治
二
年
に
赦
免
、
秩
禄
に
つ
い
て
は
追
っ
て
達
す

べ
き
旨
と
さ
れ
、「
藩
印
」
を
付
与
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
廃
藩
置
県
に
な
っ
て
も
何

ら
沙
汰
が
な
く
、
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、「
復
族
禄
」
を
請
願
し
た

と
い
う
）
19
（

。
こ
の
敏
郎
の
父
、
同
名
の
敏
郎
は
も
と
も
と
伊
豆
国
田
方
郡
肥
田
村
（
現

静
岡
県
田
方
郡
函
南
町
）
の
百
姓
で
あ
り
、
兵
賦
に
応
じ
て
幕
府
陸
軍
の
兵
卒
と
な

り
、
や
が
て
下
士
官
に
進
み
、
慶
応
三
年
正
月
に
「
御
抱
入
」
と
な
っ
た
。
正
確
な

階
級
は
歩
兵
差
図
役
下
役
で
あ
る
。
同
志
と
と
も
に
竜
興
隊
を
結
成
し
、
大
鳥
圭
介

率
い
る
脱
走
軍
に
加
わ
り
、
関
東
・
奥
羽
を
転
戦
し
、
会
津
で
降
伏
し
て
い
る
。
田

中
城
で
の
謹
慎
が
解
け
た
後
は
、
静
岡
藩
に
属
す
こ
と
な
く
、
自
ら
の
意
志
で
郷
里

に
帰
り
、
も
と
の
農
民
に
も
ど
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）
に

没
し
て
い
る
）
20
（

。
従
っ
て
、
静
岡
藩
で
家
禄
を
有
し
た
は
ず
は
な
く
、
当
然
な
が
ら
こ

の
請
願
が
容
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

５　

遠
国
の
与
力
・
同
心

　

幕
臣
に
は
江
戸
に
居
住
・
勤
務
し
た
者
の
み
な
ら
ず
、
遠
国
奉
行
な
ど
の
配
下
に

属
し
、
現
地
で
採
用
さ
れ
代
々
に
わ
た
り
現
地
で
勤
務
し
た
与
力
・
同
心
な
ど
が
全

国
に
散
在
し
て
い
た
。
維
新
後
、
彼
ら
の
多
く
は
そ
の
ま
ま
新
政
府
に
横
滑
り
し
朝

臣
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
先
述
し
た
「
２　

朝
臣
に
な
っ
た
者
」
に
含
め
て
も
よ
い

の
で
あ
る
が
、
あ
え
て
別
項
を
立
て
た
。
彼
ら
の
中
か
ら
は
、
何
ら
か
の
不
利
益
を

被
っ
た
と
し
て
後
年
に
至
り
復
禄
を
請
願
す
る
者
が
出
た
。

　
「
元
堺
町
奉
行
組
与
力
同
心
小
谷
力
蔵
外
二
十
名
」
は
、
先
代
が
幕
府
の
堺
奉
行

配
下
の
与
力
・
同
心
で
あ
り
、
維
新
後
は
堺
県
貫
属
と
し
て
朝
臣
と
な
り
、
元
与

力
は
五
人
扶
持
、
元
同
心
は
三
人
扶
持
を
給
与
さ
れ
た
。
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）

一
一
月
二
〇
日
の
布
達
に
よ
り
、
帰
農
商
す
る
者
に
は
「
生
産
本
資
」
と
し
て
元
与

力
に
三
〇
〇
両
、
元
同
心
に
二
〇
〇
両
が
下
付
さ
れ
た
。
こ
の
時
の
「
生
産
本
資
」
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は
一
時
手
当
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
改
め
て
二
年
一
二
月
布
告
の
禄
制
に
も
と

づ
く
復
禄
を
請
求
す
る
と
い
う
の
が
彼
ら
の
請
願
だ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
「
任

意
帰
農
商
ニ
依
リ
相
当
ノ
処
分
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
」
で
あ
り
、
二
年
一
二
月
布
告
の
禄

制
を
適
用
す
べ
き
対
象
で
は
な
い
と
さ
れ
た
）
21
（

。

　
「
元
大
阪
土
着
与
力
同
心
佐
治
公
雄
外
二
百
十
名
」
は
、
本
人
ま
た
は
そ
の
先

代
が
大
坂
在
勤
の
与
力
・
同
心
で
、
明
治
二
年
一
二
月
に
は
大
阪
府
貫
属
と
な

り
、
三
年
八
月
元
与
力
に
三
人
扶
持
、
元
同
心
に
二
人
扶
持
が
支
給
さ
れ
た
。
四
年

（
一
八
七
一
）、「
有
司
ノ
勧
諭
」
に
よ
り
農
商
に
帰
し
、
三
〇
〇
両
ま
た
は
二
〇
〇

両
の
手
当
を
受
け
た
が
、
こ
れ
は
「
一
時
ノ
救
助
ニ
シ
テ
家
禄
ト
シ
テ
給
与
セ
ラ
レ

タ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
」
と
し
て
、
二
年
一
二
月
布
告
の
禄
制
に
も
と
づ
く
給
与
を
請

求
し
た
。
し
か
し
、
政
府
側
の
判
断
は
「
当
時
宛
行
ハ
レ
タ
ル
扶
助
米
ヲ
現
石
ニ
引

直
シ
家
禄
ト
シ
テ
給
与
セ
ラ
レ
而
シ
テ
更
ニ
任
意
帰
農
商
ニ
依
リ
相
当
ノ
処
分
ヲ
受

ケ
タ
ル
モ
ノ
」
で
あ
る
と
し
て
、
請
求
は
棄
却
さ
れ
た
）
22
（

。

　

他
に
も
同
様
の
事
例
は
、「
京
都
府
元
同
心
細
井
幸
治
郎
」、「
旧
京
都
所
司
代
組

荒
木
卓
爾
」（
同
心
）、「
旧
幕
府
関
根
一
郷
外
六
十
四
名
」（
大
坂
在
住
の
与
力
・
同
心
）、

「
旧
幕
府
土
屋
吉
郎
」（
長
崎
奉
行
組
同
心
）、「
旧
長
崎
奉
行
附
野
間
安
親
」（
書
記
役
・

上
番
）、「
旧
幕
府
新
潟
奉
行
支
配
下
小
宮
山
信
好
」、「
旧
佐
渡
奉
行
付
三
国
久
敬
外

三
十
七
名
」（
佐
渡
土
着
の
士
）
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
）
23
（

。
佐
渡
奉
行
配
下
の
三
国

久
敬
ら
は
、
与
力
・
同
心
よ
り
も
低
い
身
分
の
者
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
、
む
し
ろ

後
述
す
る
地
役
人
に
含
め
て
も
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

他
に
遠
国
勤
務
の
旧
幕
臣
と
し
て
は
、「
旧
幕
府
荻
島
保
造
」（
兄
が
甲
府
勤
番
組

同
心
）、「
旧
幕
府
福
島
為
則
外
一
名
」（
甲
府
勤
番
組
）、「
旧
幕
府
蔦
木
盛
善
外
四
名
」

（
甲
府
勤
番
）、「
旧
幕
府
花
形
勝
則
外
一
名
」（
同
前
）、「
旧
幕
府
東
儀
勝
雄
」（
同

前
）、「
旧
幕
府
渡
辺
謙
吉
外
一
名
」（
同
前
）、「
旧
幕
府
守
屋
道
」（
同
前
）、「
旧
幕

府
斎
田
斎
英
」（
同
前
）、「
旧
幕
府
湯
原
直
平
外
参
名
」（
先
代
が
甲
府
勤
番
組
）、「
旧

幕
府
中
津
道
五
郎
」（
甲
府
勤
番
）、「
旧
幕
府
北
条
氏
光
外
壱
名
」（
先
代
が
甲
府
勤

番
）、「
旧
幕
府
飯
野
忠
政
」（
甲
府
勤
番
組
）、「
旧
幕
府
塙
兵
三
郎
外
参
名
」（
甲
府

勤
番
）
と
い
っ
た
具
合
に
元
甲
府
勤
番
の
者
た
ち
に
よ
る
復
禄
請
願
が
多
い
）
24
（

。

　

箱
館
奉
行
配
下
の
与
力
・
同
心
た
ち
に
つ
い
て
も
請
願
数
が
多
い
が
、
そ
れ
に
つ

い
て
は
別
の
史
料
に
も
依
拠
し
つ
つ
ま
と
め
て
論
じ
て
み
た
い
の
で
、
後
述
の
「
二　

請
願
運
動
の
具
体
例
」
の
と
こ
ろ
で
触
れ
た
い
。

　

な
お
、
八
王
子
千
人
同
心
に
つ
い
て
は
、
そ
の
復
禄
請
願
運
動
に
つ
い
て
言
及
し

た
先
行
研
究
が
あ
る
）
25
（

。

６　

小
揚
者
・
製
塩
方
な
ど

　

幕
府
時
代
に
は
同
じ
身
分
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
維
新
時
の
去
就
、
す
な
わ

ち
静
岡
藩
に
属
し
た
か
新
政
府
に
属
し
た
か
の
違
い
に
よ
っ
て
、
士
族
に
編
入
さ
れ

家
禄
を
支
給
さ
れ
た
者
と
そ
う
で
は
な
い
者
と
に
二
分
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
矛

盾
が
生
じ
た
。
小
揚
者
と
い
う
、
も
と
も
と
幕
府
内
で
も
低
い
身
分
だ
っ
た
か
ら
こ

そ
発
生
し
た
問
題
だ
っ
た
。

　

明
治
三
八
年
（
一
九
〇
五
）、
東
京
市
浅
草
区
栄
久
町
二
五
番
地
平
民
吉
岡
治
利

他
三
〇
名
か
ら
大
蔵
大
臣
あ
て
に
提
出
さ
れ
た
「
復
禄
願
）
26
（

」
に
は
、
幕
府
が
設
置
し

た
江
戸
浅
草
の
「
米
廩
」
で
「
貢
米
ノ
検
査
出
納
」
に
従
事
し
て
い
た
小
揚
役
（
小

揚
者
）
に
つ
い
て
、
定
員
が
二
四
四
人
、
一
人
半
扶
持
・
金
三
両
の
家
禄
を
受
け
「
士

列
」
に
加
え
ら
れ
て
お
り
、
小
揚
頭
・
小
揚
小
頭
・
平
小
揚
の
階
級
が
あ
っ
た
こ
と

な
ど
が
説
明
さ
れ
た
後
、「
大
政
維
新
」
の
際
に
は
「
百
九
十
六
名
ハ
徳
川
氏
ノ
駿

遠
二
州
ヘ
移
封
ト
共
ニ
之
ニ
随
従
シ
テ
静
岡
表
ニ
移
住
シ
他
ノ
四
十
八
名
ハ
時
ノ
新

政
府
ニ
仕
ヒ
直
ニ
会
計
官
ニ
隷
属
シ
依
然
其
職
ヲ
守
リ
其
俸
禄
ヲ
給
与
セ
ラ
レ
タ
ル

モ
ノ
」
で
あ
り
、私
た
ち
は
そ
の
四
八
名
の
本
人
も
し
く
は
継
承
者
で
あ
る
と
す
る
。

自
分
た
ち
は
、
新
政
府
へ
の
「
忠
順
」
と
徳
川
家
へ
の
「
報
復
」（
報
恩
）
を
理
由

と
し
て
「
懇
諭
」
さ
れ
た
結
果
、
蔵
奉
行
花
田
武
兵
衛
・
同
見
習
花
田
泉
三
郎
の
手

を
経
て
朝
臣
に
な
っ
た
次
第
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
揚
役
が
「
三
代
相
恩
ノ
者
ニ
シ

テ
家
禄
世
襲
タ
リ
シ
事
」は
間
違
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、明
治
二
年（
一
八
六
九
）

九
月
に
は
加
俸
さ
れ
三
人
扶
持
・
金
三
両
と
な
っ
た
も
の
の
、
四
年
（
一
八
七
一
）
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一
二
月
、
大
蔵
省
の
通
達
に
よ
り
平
民
籍
に
編
入
さ
れ
て
し
ま
い
、
士
族
に
列
せ
ら

れ
た
静
岡
移
住
者
た
ち
と
の
間
で
著
し
い
不
平
等
が
生
じ
た
。
同
じ
身
分
だ
っ
た
静

岡
移
住
者
が
「
斯
ル
恩
典
ニ
浴
セ
ル
コ
ト
」
は
当
時
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
自
分
た

ち
は
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
三
月
ま
で
耐
え
忍
ん
で
勤
務
を
続
け
た
。
そ
し
て
、

明
治
三
〇
年
法
律
第
五
十
号
を
受
け
、
今
回
は
是
非
と
も
復
禄
に
よ
っ
て
そ
の
誤
謬

を
正
し
て
ほ
し
い
と
す
る
。
こ
の
請
願
は
撥
ね
ら
れ
た
。

　

幕
府
の
米
蔵
で
小
揚
の
仕
事
に
従
事
す
る
者
は
大
坂
に
も
い
た
。「
旧
幕
府
渋
谷

史
春
外
二
十
七
名
」は
、土
着
し
た
先
祖
が
寛
文
五
年（
一
六
六
五
）か
ら
大
坂
で「
御

蔵
小
揚
ケ
」
を
勤
め
、
慶
応
三
年
ま
で
「
永
世
禄
」
を
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
理
由

に
、「
先
導
兵
」
に
組
織
さ
れ
禄
が
支
給
さ
れ
な
く
な
っ
た
明
治
三
年
か
ら
九
年
ま

で
の
分
の
扶
持
米
・
給
金
の
補
償
を
求
め
て
い
る
）
27
（

。

　

な
お
、
同
じ
静
岡
藩
に
属
し
た
元
小
揚
者
で
あ
っ
て
も
、
廃
藩
後
に
違
い
が
生
じ

た
例
が
あ
っ
た
。
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
の
請
願
に
お
い
て
、「
旧
静
岡
藩
藤

城
亀
十
郎
外
二
十
三
名
総
代
高
橋
休
五
郎
」
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
）
28
（

。
私
た

ち
は
「
旧
幕
府
ノ
時
浅
草
貢
米
取
扱
ノ
者
」（
小
揚
者
）
で
あ
り
、
明
治
元
年
に
静

岡
に
移
住
し
、
三
年
（
一
八
七
〇
）
に
は
遠
州
で
製
塩
方
と
し
て
「
製
塩
ニ
従
事
」

す
る
こ
と
に
な
り
、
廃
藩
置
県
後
に
浜
松
県
の
貫
属
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
五
年

（
一
八
七
二
）
二
月
、
製
塩
方
が
廃
止
さ
れ
た
際
、
帰
籍
す
べ
き
旨
を
説
諭
さ
れ
た

た
め
、
一
二
七
名
の
う
ち
四
二
名
が
、
一
戸
一
七
円
ず
つ
、
家
族
一
名
に
つ
き
七
円

の
旅
費
を
支
給
さ
れ
帰
籍
す
る
に
至
っ
た
。
説
諭
に
従
わ
ず
浜
松
県
に
残
留
し
た
者

は
、
家
禄
五
石
四
斗
を
も
ら
い
士
族
に
編
入
さ
れ
、
金
禄
公
債
処
分
を
受
け
た
の
に

対
し
、
私
た
ち
に
は
何
ら
補
償
が
な
い
。
帰
籍
時
に
も
ら
っ
た
の
は
一
時
手
当
に
す

ぎ
ず
、「
単
ニ
帰
籍
シ
タ
ル
ノ
廉
ヲ
以
テ
収
禄
セ
ラ
ル
ヘ
キ
理
由
」は
な
い
の
で
あ
り
、

帰
籍
イ
コ
ー
ル
家
禄
奉
還
と
み
な
す
の
は
浜
松
県
庁
の
誤
謬
で
あ
る
、
よ
っ
て
復
禄

を
請
求
す
る
と
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
請
願
は
、
帰
籍
時
に
相
当
の
手
当
金
が

支
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
そ
も
そ
も
「
帰
籍
ヲ
願
ヒ
士
族
卒
ノ
籍
ヲ
去
ル
ト

キ
ハ
其
家
禄
ハ
之
レ
ニ
随
テ
消
滅
ス
ル
ハ
全
国
一
般
家
禄
ノ
通
法
」
で
あ
り
、
浜
松

県
の
処
分
に
誤
謬
は
な
い
と
結
論
さ
れ
た
）
29
（

。

７　

御
用
達
・
職
人
・
能
役
者
な
ど

　

御
用
達
・
職
人
・
能
役
者
な
ど
、
本
来
は
武
士
身
分
で
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
江
戸
で
幕
府
に
奉
仕
し
扶
持
を
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
維
新
後
も

徳
川
家
に
随
い
東
京
か
ら
駿
遠
に
移
住
し
た
者
が
い
た
。
一
度
は
静
岡
藩
に
属
し
た

彼
ら
も
、
そ
の
後
の
身
分
・
処
遇
は
大
き
く
変
わ
り
、
復
禄
請
願
運
動
に
つ
な
が
っ

た
。
ま
た
、
東
京
残
留
者
と
駿
河
移
住
者
と
の
間
で
も
差
異
が
生
じ
、
復
禄
請
願
の

原
因
と
な
っ
た
。

　

ま
ず
は
、
静
岡
藩
軍
事
掛
に
属
し
、
沼
津
兵
学
校
関
係
の
仕
事
に
従
事
し
た
興
味

深
い
人
物
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
大
蔵
省
側
の
ま
と
め
方
で
は
以
下
の
よ
う
に
記

さ
れ
る
。

旧
幕
府
渡
辺
文
次
郎
請
求
ノ
要
旨
ハ
請
求
人
ノ
先
代
ハ
文
久
年
中
旧
幕
府
陸
軍

用
達
ヲ
命
セ
ラ
レ
五
人
扶
持
ヲ
下
附
セ
ラ
ル
明
治
元
年
三
月
砲
兵
頭
支
配
器
械

製
造
場
職
人
ニ
命
セ
ラ
レ
苗
字
帯
刀
ヲ
免
サ
ル
同
二
年
五
月
生
育
方
附
職
方
ヲ

命
セ
ラ
レ
弐
人
扶
持
参
拾
両
ニ
増
給
セ
ラ
レ
同
三
年
三
月
更
ニ
参
人
扶
持
月
壱

両
弐
分
ニ
増
給
セ
ラ
レ
タ
ル
ニ
藩
制
施
行
ノ
混
雑
ニ
際
シ
該
給
禄
ハ
其
侭
消
滅

ニ
帰
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
復
禄
ヲ
請
フ
ト
云
フ
ニ
ア
リ

　

請
求
人
で
あ
る
平
民
渡
辺
文
次
郎
（
明
治
一
一
年
七
月
二
九
日
生
ま
れ
、
東
京
市

牛
込
区
横
寺
町
三
五
番
地
居
住
）
は
、
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
一
〇
月
二
五
日

付
で
大
蔵
大
臣
あ
て
に
提
出
し
た
「
復
禄
処
分
御
下
賜
之
儀
ニ
付
御
願
」
の
中
で
、

亡
父
渡
辺
義
次
（
旧
名
文
七
）
が
文
久
三
年
四
月
に
「
陸
軍
附
御
用
達
」
を
命
じ
ら

れ
て
以
降
の
履
歴
を
記
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
由
緒
書
を
も
と
に
し
た
ら
し
い
。

　

審
査
で
は
、「
請
求
人
ハ
旧
幕
臣
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
其
身
分
ハ
（
中
略
）
用
達
諸
職

人
ニ
該
当
ス
ル
」
も
の
で
あ
り
、三
人
扶
持
・
月
一
両
二
分
を
給
さ
れ
て
い
た
と
い
っ

て
も
そ
れ
は
家
禄
で
は
な
い
と
さ
れ
、
請
願
は
不
採
択
と
さ
れ
た
）
30
（

。

　

渡
辺
義
次
（
文
七
）
は
、「
軍
事
掛
附
御
職
人
」
も
し
く
は
「
御
厩
方
」
と
い
う
、
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静
岡
藩
軍
事
掛
の
一
員
と
し
て
同
役
の
山
本
勘
蔵
ら
と
と
も
に
名
簿
に
そ
の
名
が
掲

載
さ
れ
て
い
た
）
31
（

。
後
に
文
七
を
義
次
と
改
め
た
こ
と
、
維
新
前
の
履
歴
な
ど
は
本
史

料
か
ら
初
め
て
判
明
し
た
。
な
お
、
同
姓
の
元
幕
府
御
鉄
砲
師
で
、
静
岡
藩
の
三
等

勤
番
組
と
な
っ
て
い
た
も
の
の
、
明
治
三
年
七
月
に
士
籍
か
ら
除
か
れ
た
渡
辺
平
吉

と
い
う
人
物
が
い
る
が
）
32
（

、
義
次
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
人
物
か
も
し
れ
な
い
。

　

静
岡
藩
士
に
な
っ
た
者
と
朝
臣
に
な
っ
た
者
と
の
間
で
差
が
生
じ
た
際
に
は
、
そ

れ
が
意
識
さ
れ
、
問
題
化
さ
れ
た
。「
東
京
府
（
旧
幕
府
）
大
供
孫
三
郎
」
は
、
維

新
時
に
新
政
府
に
帰
属
し
た
「
旧
幕
府
ノ
能
役
者
」
で
家
禄
八
石
八
斗
を
有
し
て
い

た
。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
一
一
月
二
九
日
、
何
の
「
懇
諭
」
も
な
い
ま
ま
、
い

き
な
り
二
年
分
だ
け
を
下
賜
さ
れ
た
上
で
暇
を
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
処
分
は
、「
駿

府
へ
帰
参
」
し
た
同
じ
能
役
者
）
33
（

が
「
明
治
六
年
第
四
百
二
十
五
号
布
告
」（
家
禄
奉

還
制
）
や
「
明
治
九
年
第
百
八
号
布
告
」（
金
禄
公
債
証
書
発
行
条
例
）
の
恩
恵
を

受
け
て
い
る
の
に
比
較
し
不
当
で
あ
る
と
の
理
由
で
、不
足
額
の
給
与
を
要
求
し
た
。

し
か
し
、
新
政
府
と
し
て
は
そ
も
そ
も
能
役
者
を
召
し
出
し
た
つ
も
り
は
な
く
、「
維

新
之
際
誤
テ
朝
臣
ニ
被
差
加
禄
高
支
給
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
」
で
あ
る
た
め
、
こ
の
請

願
は
撥
ね
つ
け
ら
れ
た
）
34
（

。
大
供
孫
三
郎
は
、
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
に
家
督
を

継
ぎ
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
時
点
で
三
五
歳
、
五
人
扶
持
を
給
さ
れ
て
い
た
人

物
で
あ
る
）
35
（

。

　

明
治
三
年
一
〇
月
、東
京
府
は
弁
官
に
対
し
、幕
府
の
用
達
町
人
だ
っ
た「
能
役
者
、

本
阿
弥
及
ヒ
長
袖
ト
唱
ヘ
、
画
師
、
古
筆
見
、
連
歌
師
、
圍
碁
師
、
将
基
師
、
楽
人
」

ら
に
つ
い
て
、
も
と
も
と
彼
ら
は
「
政
府
ニ
属
ス
ヘ
キ
職
分
ニ
非
ス
」
と
断
定
し
、

「
都
テ
放
免
退
身
セ
シ
メ
、
更
ニ
農
商
ニ
編
籍
ス
ル
」
か
、「
其
禄
ヲ
褫
奪
シ
、
暫
ク

貫
属
―
士
卒
ノ
籍
―
ノ
籍
ニ
加
入
ス
ル
」
か
、
あ
る
い
は
「
宮
内
省
ニ
於
テ
之
ヲ

採
用
ス
ル
」
者
も
あ
る
か
と
い
っ
た
こ
と
を
伺
い
出
て
、
最
終
的
な
処
置
を
仰
い
で

お
り
）
36
（

、
そ
の
結
果
、
先
の
大
供
の
よ
う
に
民
籍
編
入
の
処
分
が
下
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

事
例
を
追
加
す
れ
ば
、
住
吉
広
一
の
父
は
幕
府
絵
師
と
し
て
一
〇
人
扶
持
を
受
け
て

お
り
、
維
新
後
は
鎮
将
府
支
配
・
行
政
官
支
配
・
弁
官
支
配
を
経
て
、
家
禄
一
三
石

の
東
京
府
貫
属
士
族
と
な
り
、四
年
（
一
八
七
一
）
一
一
月
に
は
帰
工
願
を
提
出
し
、

家
禄
二
年
分
の
生
産
資
本
金
を
給
与
さ
れ
た
た
め
、
後
に
広
一
が
不
足
額
の
給
付
を

請
願
し
た
も
の
の
、家
禄
二
年
分
と
引
き
換
え
に「
暇
」（
士
籍
か
ら
の
離
脱
）に
な
っ

た
も
の
と
し
て
追
加
給
付
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
）
37
（

。

８　

地
役
人
・
御
林
守
・
足
軽
な
ど

　

武
士
と
百
姓
・
町
人
の
間
に
位
置
す
る
よ
う
な
身
分
・
役
職
に
あ
っ
た
者
た
ち
も

復
禄
請
願
運
動
に
参
加
し
た
。

　
「
旧
幕
府
地
役
人
馬
場
尚
太
郎
」
は
、
数
代
前
か
ら
「
但
馬
国
生
野
代
官
附
銀
山

役
人
」
を
つ
と
め
て
き
た
が
、
維
新
の
際
に
は
朝
臣
と
な
っ
た
。
明
治
元
年
に
は
地

役
人
を
免
じ
ら
れ
、
久
美
浜
県
生
野
出
張
所
の
租
税
方
を
翌
年
ま
で
つ
と
め
、
手
当

金
七
〇
円
を
下
付
さ
れ
免
職
と
な
っ
た
。
先
代
の
同
僚
の
中
に
は
士
族
と
な
り
、
禄

券
の
給
与
を
受
け
た
者
も
い
る
の
で
、
自
分
に
も
相
当
の
給
与
を
求
め
る
と
い
う
請

願
を
提
出
し
た
。「
旧
幕
府
地
役
人
秋
山
孝
太
郎
外
壱
名
」
は
、「
摂
津
国
河
辺
郡
多

田
銀
銅
山
地
役
人
」
と
し
て
一
〇
石
三
人
扶
持
を
給
さ
れ
て
き
た
が
、
明
治
二
年
三

月
に
銅
山
地
役
人
が
す
べ
て
廃
止
さ
れ
た
上
、
先
代
は
死
亡
も
し
く
は
病
気
に
よ
る

「
混
雑
」
の
た
め
、「
静
岡
藩
設
置
ノ
際
ニ
モ
同
藩
ヘ
入
籍
ノ
機
ヲ
失
シ
」
て
し
ま
い
、

そ
の
ま
ま
廃
禄
に
至
っ
た
。
よ
っ
て
相
当
の
処
分
を
要
求
す
る
請
願
を
出
し
た
。
正

当
な
手
順
を
踏
ん
で
地
役
人
た
ち
は
民
籍
に
編
入
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
請

願
も
認
可
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
）
38
（

。

　
「
旧
笠
松
郡
代
支
配
森
川
重
礼
」
は
、
旧
幕
時
代
に
は
三
〇
俵
四
人
扶
持
を
給
さ

れ
て
い
た
が
、明
治
三
年
の
藩
制
施
行
の
際
に
は
笠
松
県
に
居
住
し
て
い
た
た
め「
静

岡
藩
々
制
ニ
洩
レ
」、
笠
松
県
知
事
に
よ
る
減
禄
処
分
を
受
け
て
し
ま
っ
た
、
よ
っ

て
不
足
分
を
請
求
す
る
と
の
請
願
を
提
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
明
治
三
年
一
一
月

二
〇
日
の
太
政
官
達
に
よ
り
適
法
な
処
分
が
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
願
い
は

受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
）
39
（

。
そ
も
そ
も
森
川
重
礼
な
る
人
物
は
、
美
濃
（
笠
松
）
郡

代
の
配
下
に
属
し
、
水
防
の
仕
事
に
従
事
し
た
堤
方
役
だ
っ
た
と
思
わ
れ
）
40
（

、
本
来
の
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種別 請願人氏名

静岡藩 青板栄太郎　青木ラク　秋山政同　天野崟幸他 2名　有川よね　安藤広勤　石川きん（石川正身）　石川さの
　石川守太郎　井関清他 1名　猪谷万太郎　市野輯寧　井上庄九郎　猪俣邦吉　伊庭秀　岩川むめ　上原元
模　内海島吉　漆原吉次他 2名　江川永脩　江原達三他 9名　江原利貞　大井せん（政寿）　大林親賢　小笠
原義章　岡田富蔵　小川鏡三郎　小野沢栄次郎他 5名　折目栄　勝部イマ他 8名　加藤重威　加藤輝雄　金
井俊賢他 1名　金子鋭太他 1名　喜多川まき他 1名　木村邦啓　木村福太郎他 2名　木村安次郎他 2名　熊
切熊吉　小菅騎世雄　後藤吉次他 1名　小西邦吉　小林貫一他 11 名　小林鎮一郎他 5名　近藤ヤス　酒井実
光他 1名　佐藤文吾　清水鎮三郎　下宮良平　助川乙次郎他 1名　鈴木つや（鈴木始三郎）　鈴木時太郎他 1
名　鈴木俊彦　高島謹司（吉兵衛）　高田乙彦　高梨かね他 1名　高橋正太郎他 7名　竹内ナミ　田中東四郎
　田中松太郎　田中安国　筒井義信　寺田松之助　東条寛三郎　徳山ひさ他 1名　戸田直清　富田左一　富
永きん　友野かよ　中島孝次　中島寛　長島常三郎　長野一郎　中森五作　仁井田たけ　西山英治郎　能勢
喜久太　能勢頼慎　萩原元常　萩原義道　橋本克由　服部銈太郎　服部潤太郎他 1名　林義一　原田新六　
彦坂てい　平内佳一　広瀬高廉他 44 名　深沢重忠他 3名　福田重固　藤城亀十郎他 23 名　布施邦久　堀栄
三郎　本多増　前島七兵衛　前田七蔵他 3名　昌岡弘毅他 16 人　松井敬一他 2名　松崎鋳市　松平啓三郎他
2名　三浦徳三郎他 3名　三倉魁造　三田小太郎　宮岡照太郎他 1名　村井義寛　村岡良象　森恒治　矢沢と
よ他 2名　矢部茂松他 1名　山川義敬　山崎亀吉他 1名　山本 太郎　山本隆　山本知期　湯原いく（民蔵）
　吉田きみ他 1名　依田守蔵　米山覚太郎　渡辺文次郎（文七）

119 件

旧幕府 青木弥太郎　赤井為美他 2名　秋山孝太郎他 1名　安積重泰　新井ソフ　荒川徳友　荒木卓爾　安西豊三郎　
安藤高太郎　飯高六之助　飯野忠政　井口庚午郎　池田しま　池田常吉　池田安之　池谷信音　石井輝行他
38 名　石井亮他 2名　石川総治　石掛庶明　一宮万常　市村信成　井戸政三　伊藤源太郎他 71 名　犬塚重遠
他 3名　稲生よら　井上新太郎　井上鎮兵衛　逸見鉐次郎他 2名　庵原惣輔　今井彦次郎　今川斌　今西金
太郎他 1名　岩本貞八他３名　上田登　大岩万太郎　大江一学　大田原清明　大供孫三郎　大山義範　小笠
原金公一郎　小笠原元太郎　岡藤一郎　岡部兵馬他 1名　岡正藤太郎他 1名　小川新兵衛　奥田房之進他 106
名　長田カツ　小野則福　小野万吉　小俣菊次郎　梶間福次郎　勝田典康　金沢トラ他 1名　金森近明　金
子捨蔵　金子竹蔵他 76 名　金田勝繁　狩野応信他 1名　狩野謙柄他 1名　神谷生務他 2名　亀井美太郎　河
内隆　　川村由義　木村益　久志木常懐　久志本常忠　工藤治郎吉　倉知為明　栗野忠雄　黒井卓一郎他 51
名　黒田信順　桑原ふみ他 2名　桑山重栄　小出りゑ　小谷力蔵他 20 名　小林庄三郎他 11 名　小林直充他 2
名　菰田金次郎　小宮山信好　近藤孝輔　斎田斎英　斎藤国雄他 5名　斎藤住郎　斎藤満寿太郎　佐治公雄
他 210 名　塩谷敏郎　柴田静　渋谷史春他 27 名　島田トヨ　島田録太郎他 4名　白須謙三　白戸政次郎他 21
名　菅谷新平　杉崎清三郎　杉原嶺吉　住吉広一　関時古　関根一郎他 64 名　仙石義夫他１名　千田きん　
大師堂金太郎他 3名　高塚林蔵他 8名　高野栄太郎他 1名　高見沢金太郎　高山林之助　武井源次郎　建部
作郎他 5名　田塩豊成他 1名　田代寅之助　田中永太郎　田中恒忠　田中時用　知久みつ　塚本政道他 15 名
　柘植正曜　蔦木盛善他 4名　土屋吉郎　角田友三　東儀勝雄　遠山鳥籠他 37 名　徳岡ふく　徳田岩次郎他
2名　戸張芳次郎　富田知実　富田芳三郎　内藤信一他 1名　中井正国　永井雄太郎他６名　中島秀太郎　中
田とく　中津道五郎　中根正忠　中西徳治　中村斎次郎　中山道徳　仁賀保成人　西盛隼太郎他 5名　野間
左金吾　野間安親　野見金是次郎　萩島保造　長谷川敬次郎　花井長吉他 1名　花形勝則他 1名　塙兵三郎
他 3名　馬場尚太郎　早野万一郎他 1名　久松鉱太郎　肥田文之助　平島末吉　平島芳次郎　平野茂三郎他 2
名　平山コト（鋭次郎）　福島氏徳　福島為則他 1名　福原一郎　藤井駒次郎他 1名　古田千代吉他 11 名　
古屋貢一郎　北条氏光他 1名　細井幸治郎　松平一　松村礼三　松本讃一郎　松本泰蔵　曲直瀬耕七　間宮
綱憲　右田まつ　三国久敬他 36 名　水越清助　水野利三郎　宮川芳孝　村上徳次郎　村越成顕　森川重礼　
守屋道　安見ツナ　安室為之丞　矢崎源次郎　矢田重次郎　山岡英夫他 33 人　山岡福成他 10 名　山形恒太
郎　山口 之助他 1名　山口定詮　山下藤兵衛他 15 名　山下福蔵　山中房次郎　湯原直平他 3名　吉岡治利
他 30 名　吉田卯之助　依田りう　六郷政寛　渡辺金次郎他 4名　渡辺謙吉　渡辺大四郎

197 件

陪臣 影山甲子蔵（旗本小浜森之助家来）　神田嘉六（旗本滝川主殿家来）　寺島條太夫他 36 名（旗本竹中丹後家来）
　中村誠他 1名（幕臣朽木廓堂家来）　平井一策（旗本小出大和守家来）　村井てう（旗本仙石播磨守家来）

6件

表1　家禄賞典禄処分法にもとづく旧幕臣関係請願者

国立公文書館所蔵「公文雑纂」より作成。氏名の五十音順に配列。狭義の幕臣、すなわち徳川宗家（将軍家・静岡藩主）の家
臣を主な考察対象としたため、田安・一橋・清水徳川家の家臣は除いた。
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身
分
は
百
姓
だ
っ
た
。
三
年
一
一
月
の
太
政
官
達
と
は
、
京
都
府
な
ど
に
対
し
出
さ

れ
た
「
元
身
分
代
官
手
代
之
類
其
所
長
官
手
限
ニ
テ
抱
入
之
分
」
は
給
米
の
支
給
を

停
止
し
、
農
商
の
内
に
入
籍
さ
せ
る
と
い
う
指
令
の
こ
と
で
あ
る
）
41
（

。

　
「
旧
静
岡
藩
石
川
守
太
郎
」
は
、「
富
士
山
林
守
上
役
」
と
し
て
切
米
三
〇
俵
二
人

扶
持
を
給
さ
れ
、明
治
元
年
一
〇
月
に
は
「
静
岡
藩
列
」
に
入
り
、「
陸
軍
附
山
林
守
」

を
命
じ
ら
れ
、同
年
二
月
（
二
年
二
月
の
誤
り
か
）
に
は
「
陸
軍
生
育
方
頭
取
支
配
」、

さ
ら
に
「
沼
津
勤
番
組
ノ
頭
支
配
三
等
勤
番
組
」
と
な
り
、
旧
禄
に
応
じ
五
人
扶
持

を
給
与
さ
れ
た
。
そ
の
後
、「
同
藩
士
ト
特
殊
ノ
訳
ヲ
以
テ
除
名
」
さ
れ
て
し
ま
っ

た
が
、同
じ
山
林
守
か
ら
他
の
役
職
に
転
じ
た
者
は
藩
士
の
列
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
、

自
分
に
対
し
て
も
「
藩
列
復
旧
」
と
家
禄
の
給
与
を
求
め
る
と
い
う
請
願
を
提
出
し

た
。
し
か
し
、「
請
求
人
ハ
藩
制
施
行
以
後
家
禄
ヲ
有
シ
タ
リ
ト
認
ム
ヘ
キ
証
拠
ヲ

提
供
」
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
請
願
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
）
42
（

。
守
太
郎
は
、
嘉

永
三
年（
一
八
五
〇
）六
月
富
士
山
御
林
守
、明
治
元
年
一
〇
月
三
日
陸
軍
附
御
林
守
、

二
年
二
月
一
一
日
陸
軍
生
育
方
頭
取
支
配
、
同
年
九
月
沼
津
勤
番
組
頭
支
配
三
等
勤

番
組
、
三
年
一
二
月
「
御
藩
籍
御
除
き
」
と
い
う
履
歴
が
判
明
し
て
い
る
駿
河
国
富

士
郡
平
垣
村
（
現
富
士
市
）・
大
宮
町
（
現
富
士
宮
市
）
の
郷
士
・
二
二
代
石
川
孫

四
郎
政
敷
の
子
守
之
助
（
守
九
郎
）
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
）
43
（

。
三
年
一
二

月
に
静
岡
藩
か
ら
藩
籍
を
除
か
れ
て
い
る
の
で
、
同
家
が
家
禄
を
有
し
た
と
い
う
証

拠
を
提
示
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
石
川
孫
四
郎
と
と
も
に
静
岡
藩
士
の
身
分

を
得
た
同
役
に
は
、
駿
東
郡
御
林
守
に
任
じ
ら
れ
た
伊
豆
国
田
方
郡
山
木
村
（
現
伊

豆
の
国
市
）
の
鈴
木
重
之
と
富
士
郡
御
林
守
下
役
に
任
じ
ら
れ
た
富
士
郡
麓
村
（
現

富
士
宮
市
）
の
竹
川
岱
助
ら
が
い
る
が
）
44
（

、
他
役
に
転
じ
た
た
め
藩
籍
を
維
持
で
き
た

と
い
う
の
が
誰
の
こ
と
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

　

右
の
石
川
は
、
ま
が
り
な
り
に
も
明
治
初
年
に
一
時
的
に
士
籍
を
有
し
た
者
だ
っ

た
が
、
ま
っ
た
く
そ
う
で
は
な
い
者
が
勝
手
な
理
屈
や
思
い
込
み
で
復
籍
を
願
い
出

る
場
合
も
あ
っ
た
。
遠
州
の
住
人
で
「
旧
幕
府
代
官
支
配
鈴
木
俊
彦
」
と
称
す
る
人

物
は
、祖
先
が
加
々
爪
甲
斐
守
の
領
地
に
お
い
て
「
御
持
林
山
廻
り
役
」
を
つ
と
め
、

給
米
一
石
七
斗
五
升
を
下
付
さ
れ
、
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
後
、

幕
府
代
官
平
野
三
郎
右
衛
門
）
45
（

支
配
地
の
「
野
守
役
」（
後
に
「
御
林
守
」
と
改
称
）

と
な
り
、
や
は
り
給
米
を
与
え
ら
れ
、「
百
姓
ト
唱
ヘ
ス
」
子
孫
が
そ
の
職
を
継
い

で
き
た
こ
と
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
中
泉
奉
行
所
か
ら
開
墾
を
命
じ
ら
れ
、
そ

の
「
世
話
役
」
を
つ
と
め
た
こ
と
な
ど
を
理
由
に
復
禄
を
請
願
し
た
。
し
か
し
、
鈴

木
は
「
士
族
卒
」
で
は
な
く
、
か
つ
家
禄
を
有
し
た
と
の
証
拠
書
類
も
な
い
こ
と
か

ら
、
願
い
が
容
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
）
46
（

。
駿
河
府
中
藩
の
中
泉
奉
行
か
ら
開
墾

を
命
じ
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
藩
士
に
取
り
立
て
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
は
ず
で

あ
り
、
そ
も
そ
も
い
い
加
減
な
主
張
だ
っ
た
。

　

代
官
所
に
属
し
「
駿
府
并
清
水
港
両
御
蔵
番
」
を
つ
と
め
た
と
い
う
山
中
房
次
郎

他
二
名
は
、
各
組
の
与
力
・
同
心
と
同
様
の
家
禄
を
支
給
さ
れ
て
い
た
と
し
て
、
復

禄
を
求
め
た
。
し
か
し
、
山
中
ら
が
提
出
し
た
書
類
は
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
以

前
の
も
の
の
み
で
、
藩
制
施
行
後
に
家
禄
を
給
さ
れ
た
こ
と
の
証
拠
に
は
な
っ
て
お

ら
ず
、
他
に
徴
す
べ
き
旧
記
も
な
い
こ
と
か
ら
、「
採
用
ス
ヘ
キ
限
リ
ニ
ア
ラ
ス
」

と
結
論
付
け
ら
れ
た
）
47
（

。「
旧
幕
府
花
井
長
一
外
一
名
」
も
「
祖
先
以
来
駿
府
蔵
下
ヲ

勤
メ
代
官
支
配
ニ
属
シ
駿
府
及
清
水
港
ノ
蔵
米
籾
取
扱
」
を
つ
と
め
て
い
た
と
い
う

の
で
、先
の
山
中
と
ほ
ぼ
同
役
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
山
中
ら
の
言
い
分
と
同
じ
く
、

元
与
力
・
同
心
ら
と
同
等
に
扱
っ
て
ほ
し
い
と
復
禄
を
要
求
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
認

め
ら
れ
て
い
な
い
）
48
（

。

　
「
旧
京
都
所
司
代
地
組
足
軽
奥
田
房
之
助
外
百
六
名
」
は
、
旧
幕
時
代
に
は
「
新

衛
組
」
に
編
入
さ
れ
る
な
ど
、「
旧
幕
府
ノ
臣
ト
異
ナ
ル
ナ
キ
モ
ノ
」
で
あ
り
、
明

治
二
年
（
一
八
六
九
）
一
二
月
に
は
京
都
府
貫
属
と
さ
れ
、
翌
年
に
五
石
三
斗
の
永

世
禄
が
確
定
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
四
年
（
一
八
七
一
）
一
二
月
、「
突
然
元

身
分
代
官
手
代
ノ
類
」と
決
め
つ
け
ら
れ
、暇
を
申
し
付
け
ら
れ
る
と
と
も
に「
廃
禄
」

と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
不
当
な
処
分
か
ら
の
回
復
を
望
み
、復
禄
を
請
願
し
た
。

し
か
し
、「
地
組
足
軽
」
と
は
、
京
都
所
司
代
が
幕
府
に
与
え
ら
れ
た
権
限
の
範
囲

で
、
役
知
の
内
か
ら
支
出
し
て
「
手
限
抱
」
と
し
て
雇
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
廃
禄



[復禄請願運動にみる旧幕臣の身分をめぐる諸問題]……樋口雄彦

569

の
処
置
は
妥
当
な
も
の
だ
っ
た
と
し
て
請
願
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
）
49
（

。「
新
潟
奉
行

所
備
場
足
軽
」
だ
っ
た
「
新
潟
奉
行
付
大
江
一
学
外
十
名
」
は
、
家
禄
四
石
二
斗
二

人
扶
持
を
給
さ
れ
、維
新
後
も
新
政
府
の
民
政
局
か
ら
職
務
勉
励
を
命
じ
ら
れ
た
が
、

明
治
四
年
「
故
ナ
ク
民
籍
編
入
家
禄
没
収
セ
ラ
レ
タ
」
た
め
、
家
禄
賞
典
禄
処
分
法

に
も
と
づ
き
「
族
籍
復
旧
」
を
請
願
し
た
が
、
や
は
り
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
）
50
（

。
大
坂
城
代
が
雇
用
し
た
足
軽
な
ど
に
つ
い
て
も
、「
其
所
長
官
手
限
ニ
テ
抱
入

ノ
分
」、「
附
渡
り
家
来
」
と
も
い
う
べ
き
存
在
で
あ
り
、「
幕
府
ノ
臣
隷
ニ
非
ラ
ス
」

と
さ
れ
、
廃
禄
・
民
籍
編
入
は
適
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
）
51
（

。

９　

そ
の
他

　

特
殊
な
少
数
事
例
と
し
て
、
維
新
後
に
他
藩
士
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
旧
幕
臣
が
い

た
。「
旧
幕
府
金
森
近
明
」
は
三
〇
三
四
石
を
領
す
る
旗
本
で
あ
り
、
維
新
に
際
し

て
は
朝
臣
と
な
り
本
領
安
堵
を
得
た
。
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
一
一
月
、
越
前
国

に
あ
っ
た
金
森
の
領
地
は
福
井
藩
に
交
付
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
彼
は
福
井
藩
の
士
族

と
な
っ
た
。
い
わ
ば
身
分
・
領
地
と
も
福
井
藩
に
併
合
・
吸
収
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

福
井
藩
で
は
現
米
一
二
〇
石
を
給
さ
れ
、
そ
れ
に
も
と
づ
き
金
禄
公
債
証
書
を
受
け

た
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
福
井
藩
士
で
元
高
三
五
二
五
石
だ
っ
た
蘆
田
誠
貫
は
改
正
禄

二
九
三
石
八
斗
五
升
三
合
を
下
付
さ
れ
て
い
る
の
と
比
較
す
る
と
、「
調
査
錯
誤
」

に
よ
る
不
平
等
で
あ
り
、
不
足
額
の
支
給
を
求
め
た
。
し
か
し
、
朝
臣
と
な
っ
た
旧

幕
臣
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
明
治
二
年
一
二
月
の
禄
制
に
依
拠
す
れ
ば
そ
の
処
分
は
適

法
で
あ
る
と
し
て
、
彼
の
請
願
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
）
52
（

。
金
森
家
は
織
田
信
長
・
豊

臣
秀
吉
に
仕
え
た
長
近
の
子
孫
で
、
一
二
代
目
で
あ
る
近
明
（
礒
之
丞
・
左
京
）
は

大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
に
没
し
て
い
る
）
53
（

。
た
だ
し
彼
は
、
明
治
四
年
に
は
福
井
藩

か
ら
本
保
県
の
貫
属
に
変
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

幕
府
の
直
参
で
は
な
く
陪
臣
に
す
ぎ
な
い
旗
本
の
家
臣
に
つ
い
て
は
、
多
く
が
維

新
直
後
に
解
雇
さ
れ
て
お
り
、
復
禄
請
願
の
範
疇
に
は
含
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
誤
解
な
ど
に
よ
る
も
の
か
、彼
ら
か
ら
出
さ
れ
た
請
願
も
少
な
く
な
い
。

た
と
え
ば
、「
東
京
府
（
旧
旗
下
家
来
）
影
山
甲
子
蔵
」
は
、
父
猪
之
助
に
い
た
る

ま
で
八
代
に
わ
た
っ
て
旗
本
小
浜
家
に
仕
え
て
い
た
が
、
維
新
に
際
し
主
人
小
浜
森

之
助
が
駿
州
江
尻
に
移
住
す
る
に
あ
た
り
、
自
身
は
東
京
本
所
に
残
留
し
た
。
そ
の

後
、
旧
主
も
父
も
死
去
し
歳
月
が
経
過
し
、
手
続
き
を
怠
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
改

め
て
「
扶
助
金
」
の
給
与
を
願
っ
た
。
こ
の
請
願
は
、
そ
も
そ
も
「
家
禄
ニ
関
係
セ

サ
ル
」
も
の
で
あ
る
と
し
て
否
決
さ
れ
た
）
54
（

。
な
お
小
浜
森
之
助
と
は
、
四
〇
〇
〇
石

取
の
旗
本
で
駿
河
国
庵
原
郡
に
移
住
、
明
治
三
年
四
月
に
没
し
た
小
浜
道
隆
（
盛
之

助
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
55
（

。

　

旧
幕
臣
で
は
な
い
が
、
静
岡
藩
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
以
下
の
事
例
を
紹
介
し
て

お
く
。
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
一
〇
月
二
四
日
、「
静
岡
県
安
倍
郡
静
岡
市
三

番
町
九
拾
五
番
地
平
民
旧
姫
路
藩
士　

旧
禄
高
四
百
石　

酒
井
長
三
」
は
、「
家
禄

全
部
給
与
未
済
金
御
下
附
願
」
を
大
蔵
大
臣
に
提
出
し
た
。
彼
は
、
藩
論
分
裂
が
原

因
で
同
藩
士
一
五
名
と
と
も
に
、
藩
主
の
養
父
酒
井
忠
惇
が
静
岡
に
移
っ
た
の
に
随

従
し
、
同
地
に
移
住
し
た
。
そ
の
た
め
、
姫
路
藩
が
作
成
し
た
「
禄
高
調
査
書
」
で

は
「
脱
籍
ノ
部
」
に
入
れ
ら
れ
て
し
ま
い
、
本
来
支
給
さ
れ
る
べ
き
給
与
を
得
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
そ
の
給
付
を
求
め
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、

藩
制
施
行
後
に
家
禄
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
、
請
願
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
）
56
（

。
酒
井
長
三
が
明
治
三
十
年
代
ま
で
静
岡
に
住
ん
で
い
た
の
は
興
味
深
い
。

二　

請
願
運
動
の
具
体
例

　

個
人
ま
た
は
集
団
に
よ
る
復
禄
請
願
運
動
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ

た
の
か
、
個
人
の
家
に
伝
来
し
た
文
書
を
翻
刻
・
紹
介
し
て
、
そ
れ
ら
を
参
照
し
つ

つ
、
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

１　

箱
館
奉
行
配
下
だ
っ
た
旧
幕
臣
の
場
合

　

箱
館
奉
行
配
下
の
与
力
・
同
心
だ
っ
た
者
た
ち
に
よ
る
復
禄
請
願
は
、
個
人
も
し

く
は
幾
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
毎
に
行
わ
れ
た
よ
う
で
、
そ
の
数
は
少
な
く
な
い
。
国
立
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公
文
書
館
所
蔵
の
復
禄
請
願
書
か
ら
拾
い
出
し
た
も
の
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

・
旧
幕
府
箱
館
奉
行
支
配
白
戸
政
次
郎
外
二
十
二
名
（
元
箱
館
府
兵
）（「
公
文
類

纂　

明
治
三
十
六
年　

第
三
十
巻　

大
蔵
省
十
七
・
大
蔵
省
十
七
（
家
禄
賞
典

禄
処
分
十
四
）」
所
収
）

・
北
海
道
函
館
在
住
歩
兵
隊
建
部
作
郎
外
五
名
（「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
六
年　

第
十
七
巻　

大
蔵
省
四
・
大
蔵
省
四
（
家
禄
賞
典
禄
処
分
一
）」
所
収
）

・
北
海
道
旧
函
館
奉
行
支
配
黒
田
信
順
（
足
軽
）（
同
前
）

・
北
海
道
旧
幕
府
箱
館
奉
行
支
配
斎
藤
國
雄
外
五
名
（「
公
文
類
纂　

明
治

三
十
六
年　

第
十
八
巻　

大
蔵
省
五
・
大
蔵
省
五
（
家
禄
賞
典
禄
処
分
二
）」

所
収
）

・
北
海
道
旧
幕
府
箱
館
奉
行
支
配
石
井
亮
外
二
名
（
同
心
）（
同
前
）

・
北
海
道
旧
幕
府
箱
館
奉
行
支
配
河
内
隆
（
先
代
が
足
軽
）（
同
前
）

・
北
海
道
旧
幕
府
箱
館
奉
行
支
配
平
山
コ
ト
（
先
代
）（
同
前
）

・
旧
幕
府
箱
館
奉
行
支
配
工
藤
治
郎
吉
（
先
代
）（「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
六
年　

第
三
十
五
巻　

大
蔵
省
二
十
二
・
大
蔵
省
二
十
二
（
家
禄
賞
典
禄
処
分
十
九
）」

所
収
）

・
旧
幕
府
近
藤
孝
輔
（
旧
幕
府
函
館
奉
行
支
配
）（「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
八
年　

第
三
十
二
巻　

大
蔵
省
十
六
・
大
蔵
省
十
六
（
家
禄
賞
典
禄
処
分
十
五
）」
所
収
）

・
旧
幕
府
田
中
恒
忠
（
箱
館
奉
行
組
同
心
）（「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
八
年　

第

三
十
五
巻　

大
蔵
省
十
九
・
大
蔵
省
十
九
（
家
禄
賞
典
禄
処
分
十
八
）」
所
収
）

・
旧
幕
府
上
田
登
（
先
代
が
蝦
夷
詰
）（「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
八
年　

第

三
十
八
巻　

大
蔵
省
二
十
二
・
大
蔵
省
二
十
二
（
家
禄
賞
典
禄
処
分
二
十
一
）」

所
収
）

・
旧
幕
府
石
井
輝
行
外
参
拾
八
名
（
本
人
ま
た
は
先
代
が
函
館
奉
行
支
配
）（「
公

文
類
纂　

明
治
三
十
八
年　

第
三
十
九
巻　

大
蔵
省
二
十
三
・
大
蔵
省
二
十
三

（
家
禄
賞
典
禄
処
分
二
十
二
）」
所
収
）

　

各
自
の
言
い
分
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
旧
幕
時
代
の
身

分
差
や
現
住
地
の
違
い
な
ど
も
影
響
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
同
じ
箱
館
奉
行
配
下
だ
か

ら
と
い
っ
て
全
員
が
連
帯
し
、
一
致
団
結
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
箱
館
の

場
合
、
箱
館
戦
争
の
影
響
、
す
な
わ
ち
戊
辰
の
際
に
新
政
府
側
・
旧
幕
府
軍
側
に
引

き
裂
か
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
時
の
去
就
な
ど
が
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
よ
う

で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
石
井
輝
行
他
二
五
名
は
、
箱
館
戦
争
の
際
に
占
領
軍
た
る
榎
本
武
揚

率
い
る
脱
走
軍
に
よ
っ
て
使
役
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
一
月

に
「
賊
軍
ニ
駆
役
セ
ラ
レ
タ
ル
故
ヲ
以
テ
廃
禄
」
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、

「
已
ム
ヲ
得
サ
ル
事
情
ニ
出
テ
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
常
事
犯
ニ
ア
ラ
サ
ル
」
も
の
と
し

て
、
復
禄
を
要
求
し
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
戦
時
に
お
い
て
政
府
が
下
し
た
正
当

な
処
置
だ
っ
た
と
し
て
、
石
井
ら
の
請
願
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

河
内
隆
の
先
代
は
「
箱
館
奉
行
支
配
組
足
軽
」
だ
っ
た
が
、
新
政
府
成
立
後
は
箱

館
府
知
事
清
水
谷
公
考
に
随
従
し
、
明
治
二
年
五
月
に
新
政
府
軍
の
一
員
と
し
て
戦

死
、「
賞
典
金
」
を
下
付
さ
れ
た
。
今
回
は
旧
幕
府
に
仕
え
た
立
場
か
ら
復
禄
を
求

め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
範
囲
外
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

　

上
田
登
の
先
代
は
、
旧
幕
府
の
蝦
夷
詰
と
し
て
高
一
〇
〇
俵
と
手
当
金
二
七
円
を

給
さ
れ
て
い
た
が
、
脱
走
軍
の
蝦
夷
地
襲
来
に
よ
り
「
各
所
ニ
流
離
シ
土
着
開
墾
ニ

従
事
ス
ル
ノ
已
ム
ヲ
得
サ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
モ
ノ
」
で
あ
り
、
復
禄
を
請
願
し
た
。
し

か
し
、
藩
制
施
行
後
に
家
禄
を
有
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
提
出
し
な
か
っ
た

こ
と
か
ら
復
禄
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

２　

江
沢
正
勝
と
い
う
人
物

　

先
に
列
挙
し
た
中
に
「
北
海
道
旧
幕
府
箱
館
奉
行
支
配
石
井
亮
外
二
名
」
に
よ
る

請
願
が
あ
っ
た
。
こ
の
「
外
二
名
」
の
う
ち
の
一
名
が
江
沢
正
勝
と
い
う
人
物
だ
っ

た
。
そ
の
こ
と
は
彼
ら
が
提
出
し
た
「
永
世
家
禄
給
与
願
」
の
う
ち
、「
請
願
人
小

山
節
三
ハ
禄
高
三
拾
俵
三
人
扶
持
江
沢
政
勝
ハ
禄
高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持
ヲ
有
シ
タ
ル

処
明
治
元
年
箱
館
府
裁
判
所
ヘ
引
継
カ
レ
其
後
箱
館
ノ
騒
乱
ニ
際
会
シ
漸
ク
明
治
三
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年
正
月
ニ
至
リ
テ
家
禄
下
賜
ノ
儀
ヲ
請
願
シ
タ
ル
ニ
辛
未
二
月
開
拓
使
貫
属
卒
ニ
差

加
ヘ
ラ
レ
現
米
壱
石
八
斗
ヲ
下
附
セ
ラ
レ
タ
リ
是
実
ニ
明
治
三
庚
午
年
一
月
二
十
日

布
告
第
二
項
ニ
拠
リ
旧
禄
高
ノ
削
減
ヲ
蒙
リ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
三
十
年
法
律
第

五
十
号
ニ
依
リ
不
足
額
ノ
追
給
ヲ
請
□
□
□
リ
」（
※
□
は
公
開
画
像
不
鮮
明
箇
所
）

と
い
う
一
節
な
ど
か
ら
判
明
す
る
。「
政
勝
」
は
「
正
勝
」
の
誤
り
で
あ
る
。
江
沢

ら
の
主
張
は
、
旧
幕
府
か
ら
給
さ
れ
て
い
た
給
米
全
部
を
自
己
の
家
禄
だ
っ
た
か
の

よ
う
に
言
う
が
、
そ
れ
は
「
維
新
后
消
滅
ニ
帰
シ
」
た
わ
け
で
、
明
治
四
年
に
な
っ

て
初
め
て
「
家
禄
給
与
ノ
恩
典
ニ
浴
シ
タ
」
と
い
う
の
が
事
実
で
あ
り
、
給
与
不
足

が
あ
っ
た
と
は
認
定
で
き
な
い
と
の
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
）
57
（

。

　

同
じ
く
「
旧
幕
府
石
井
輝
行
外
参
拾
八
名
」
に
よ
る
請
願
書
に
も
、
そ
の
三
九
名

に
追
記
さ
れ
た
二
〇
名
の
中
に
江
沢
正
勝
（
繁
之
助
）
の
名
が
あ
る
。

　

江
沢
正
勝
は
自
家
に
も
記
録
を
残
し
た
（
江
沢
家
文
書
は
現
在
個
人
蔵
）。
そ
れ

に
よ
り
、
公
文
書
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
、
彼
ら
が
進
め
た
請
願
運
動
の
一
端
を
垣

間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
は
江
沢
正
勝
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

彼
の
幕
臣
時
代
の
経
歴
は
、
江
戸
城
多
聞
櫓
文
書
の
中
の
履
歴
明
細
短
冊
か
ら
わ

ず
か
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
繁
之
助
こ
と
江
沢
正
勝
は
、
本
国
が
上
総
、
生
国
は

武
蔵
。
祖
父
新
右
衛
門
は
上
総
国
埴
生
郡
芝
原
村
の
名
主
を
つ
と
め
、
父
門
四
郎
は

箱
館
奉
行
組
同
心
を
つ
と
め
て
い
た
。
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
一
〇
月
一
一
日
、

父
が
病
気
で
暇
を
下
さ
れ
、
そ
の
跡
に
抱
え
入
れ
る
べ
き
旨
が
竹
内
下
野
守
か
ら
申

し
渡
さ
れ
、
高
二
〇
俵
二
人
扶
持
を
給
さ
れ
た
、
と
い
う
履
歴
で
あ
る
）
58
（

。

　

江
沢
家
は
祖
父
の
代
ま
で
は
上
総
国
埴
生
郡
芝
原
村（
現
千
葉
県
長
生
郡
長
南
町
）

の
百
姓
で
あ
り
、
父
の
時
に
箱
館
奉
行
配
下
の
同
心
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
明

細
短
冊
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、箱
館
奉
行
所
文
書
か
ら
は
、正
勝
の
父
種
義
（
門

四
郎
、
幼
名
綱
司
）
は
最
初
に
足
軽
と
し
て
採
用
さ
れ
、
後
に
同
心
に
身
分
を
引
き

上
げ
ら
れ
た
人
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
家
系
調
査
書
類
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
江
沢
家
文
書
中
の
メ
モ
類
に
よ
れ
ば
、

正
勝
の
父
種
義
は
万
延
二
年
（
一
八
六
一
）
も
し
く
は
万
延
元
年
二
月
九
日
に
没
し

た
こ
と
が
わ
か
る
。
郷
里
で
名
主
を
つ
と
め
て
い
た
と
い
う
祖
父
新
左
衛
門
（
幼
名

左
之
助
、
家
督
を
継
ぎ
門
四
郎
、
隠
居
し
て
新
左
衛
門
、
新
右
衛
門
で
は
な
い
）
は

文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
一
二
月
生
ま
れ
、
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
一
月
二
〇

日
に
没
し
て
い
る
。
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
に
没
し
た
門
四
郎
以
降
、
門
四
郎
の

名
前
が
五
代
に
わ
た
り
襲
名
さ
れ
、
新
左
衛
門
に
至
っ
た
。

　

箱
館
奉
行
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
足
軽
と
し
て
の
種
義
は
、
安
政
三
年
（
一
八
五

六
）
秋
、「
西
浦
奥
地
見
廻
り
」
に
赴
き
、「
風
土
形
勢
里
程
等
」
を
調
査
し
、
そ
の

成
果
を
「
見
取
絵
図
」
と
と
も
に
提
出
し
て
い
る
）
59
（

。
そ
の
調
査
報
告
書
は
「
北
蝦
夷

地
西
浦
ク
シ
ユ
ン
ナ
イ
ゟ
ナ
ツ
コ
ま
て
足
軽
廻
浦
為
致
候
行
程
荒
増
申
上
候
書
付
」

と
題
さ
れ
た
極
め
て
詳
細
な
も
の
で
、
末
尾
に
は
「
辰
八
月　

足
軽
江
沢
門
四
郎
」

と
署
名
さ
れ
、
佐
藤
桃
太
郎
・
磯
村
勝
兵
衛
の
連
名
で
上
程
さ
れ
て
い
る
）
60
（

。
同
四
年

（
一
八
五
七
）
七
月
時
点
で
は
富
内
詰
の
五
人
の
一
人
だ
っ
た
）
61
（

。

　

そ
の
後
、
門
四
郎
こ
と
種
義
は
足
軽
か
ら
同
心
に
取
り
立
て
ら
れ
た
よ
う
で
、
安

政
七
年
（
一
八
六
〇
）
四
月
一
五
日
付
の
三
田
葆
光
（
喜
六
）
の
書
簡
）
62
（

に
よ
れ
ば
、「
同

心
江
沢
門
四
郎
儀
、久
々
病
気
之
処
、養
生
不
相
叶
、当
二
月
九
日
終
ニ
大
病
候
由
」、

「
番
代
願
等
之
儀
委
細
御
申
越
、
承
知
い
た
し
」
云
々
と
あ
り
、
そ
の
年
に
亡
く
な
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
書
簡
で
は
「
大
病
」
と
あ
る
が
、
先
に
紹
介
し
た
江
沢
家

文
書
中
の
メ
モ
に
あ
っ
た
二
月
九
日
の
日
付
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
日
に
没

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
や
は
り
先
に
紹
介
し
た
正
勝
の
履
歴
明
細
短
冊
で
は
、
種
義

は
万
延
元
年
一
〇
月
時
点
で
も
病
中
な
が
ら
存
命
だ
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
相
続
手
続
き
上
の
虚
偽
申
告
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

維
新
後
の
正
勝
に
つ
い
て
は
、江
沢
家
文
書
の
中
に
自
筆
の
履
歴
書
が
あ
る
ほ
か
、

公
文
書
の
中
か
ら
も
見
出
せ
る
。
こ
こ
で
は
東
京
府
文
書
の
中
に
あ
る
履
歴
書
を
翻

刻
・
紹
介
し
て
お
こ
う
。
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史
料
１

　
　
　
　
　
　

東
京
府
士
族　

東
京
市
牛
込
区
市
谷
薬
王
寺
前
町
七
拾
三
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

種
義
長
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
沢
正
勝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

旧
静
岡
藩
旧
名
繁
之
助

　
　
　
　
　
　

嘉
永
二
乙
酉
年
十
一
月
十
七
日
上
総
国

■
ニ
於
テ
生
ル

年
号
干
支
月
日　
　
　
　

任
免
賞
罰
事
故　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

官
衙

慶
応
四
戊
辰
年
五
月
十
七
日　

民
政
方
勧
農
掛
趨
事
席
被
申
付
候
事　
　

函
館
府

明
治
元
戊
辰
年
九
月
廿
七
日　

給
事
席
並
被
申
付
候
事　
　
　
　
　
　
　

同
上

同
十
月
十
九
日　
　
　
　
　
　

作
事
方
当
分
加
勢
被
申
付
候
事　
　
　
　

同
上

同
廿
四
日　
　
　
　
　
　
　
　

文
武
方
加
勢
被
申
付
候
事　
　
　
　
　
　

同
上

同
十
二
月
八
日　
　
　
　

青
森
口
出
張
官
軍
会
計
方
付
属
被
申
付
候
事　
　

同
上

明
治
二
己
巳
年
三
月
晦
日　

四
等
弁
官
申
付
候
條
庶
務
局
ヘ
出
勤
可
致
事　

同
上

同
五
月
廿
七
日　
　
　
　
　

会
計
方
付
属
被
免
候
事　

函
館
出
張
軍
務
官
会
議
所

同
五
月
廿
七
日　
　

己
巳
歳
於
蝦
地
流
賊
追
討
之
砌
軍
務
勉
励
之
段

　
　
　
　
　
　
　
　

奇
特
之
至
候
仍
為
其
賞
目
録
之
通
下
賜
候
事
（
目

　
　
　
　
　
　
　
　

録
金
四
拾
円
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

兵
部
省

同
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

任
開
拓
権
少
主
典　
　
　
　
　
　
　
　
　

開
拓
使

同
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　
　

庶
務
掛
申
付
候
事　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
上

明
治
三
庚
午
年
七
月
十
日　
　

任
開
拓
少
主
典　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
上

同
閏
十
月
十
四
日　
　
　
　
　

農
政
掛
記
録
掛
兼
務
申
付
候
事　
　
　
　

同
上

同
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　
　

記
録
掛
被
免
農
政
掛
兼
務
申
付
候
事　
　

同
上

明
治
四
辛
未
年
二
月
十
日　
　

戊
辰
之
歳
蝦
地
ヘ
流
賊
襲
撃
之
砌
知

府
事
ヘ
随
従
青
森
港
ヘ
致
渡
海
候
ニ

付
為
其
賞
目
録
之
通
下
賜
候
事
（
目

録
金
五
拾
円
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
上

同
三
月
十
三
日　
　
　
　
　
　

外
務
掛
当
分
兼
務
申
付
候
事　
　
　
　
　

同
上

同
七
月
廿
七
日　
　

米
国
特
派
公
使
東
西
地
陸
行
ニ
付
差
添
申
付
候
事　

同
上

明
治
五
壬
申
年
三
月
十
日　

庶
務
農
政
外
務
掛
兼
務
差
免
更
ニ
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

計
掛
申
付
候
事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
上

同
四
月
廿
四
日　
　
　
　
　

御
用
ニ
付
越
後
新
潟
ヘ
出
張
申
付
候
事　
　

同
上

同
七
月
十
九
日　
　
　
　
　

任
開
拓
権
大
主
典　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
上

同
八
月
廿
五
日　
　
　
　
　

任
開
拓
中
主
典　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
上

明
治
六
年
十
一
月
十
七
日　

本
年
諸
勘
定
仕
上
取
調
専
務
申
付
候
事　
　

同
上

明
治
七
年
一
月
十
九
日　
　

明
治
六
年
正
算
御
用
ニ
付
出
京
申
付
候
事　

同
上

同
廿
二
日　
　

一
昨
年
来
会
計
課
出
納
専
務
且
正
算
取
調
中
兼
任
致
シ

　
　
　
　
　
　

格
別
勉
励
ニ
付
慰
労
ト
シ
テ
金
三
千
五
百
匹
被
下
候
事　

同
上

明
治
九
年
十
月
廿
一
日　

明
治
八
年
四
月
函
館
蓬
莱
町
出
火
之
節
罹
災

之
者
ヘ
為
救
助
金
四
円
拾
五
銭
壱
厘
差
出
候

段
奇
特
ニ
候
事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
上

同
十
一
月
七
日　
　
　
　

依
願
免
本
官　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
上

同
日　
　
　
　
　
　
　
　

一
金
百
六
拾
円　

月
俸
四
ケ
月
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
満
八
年
勤
続
ニ
付
被
下
候
事　
　
　
　
　
　

同
上

明
治
十
二
年
四
月
五
日　

任
開
拓
六
等
属　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
上

同
日　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
出
張
所
会
計
課
申
付
候
事　
　
　
　
　
　

同
上

明
治
十
三
年
四
月
廿
六
日　
　

任
開
拓
五
等
属　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
上

同
七
月
十
七
日　

本
支
庁
金
穀
出
納
検
査
ト
シ
テ
出
張
申
付
候
条
収
支

　
　
　
　
　
　
　

ノ
実
際
及
現
在
米
金
額
ヲ
点
検
シ
考
照
ニ
供
ス
ヘ
キ

書
類
ハ
各
庁
長
官
署
名
ノ
目
録
ヲ
付
シ
之
ヲ
受
領
シ

調
査
ノ
顚
末
具
状
復
命
可
致
事　
　
　
　

開
拓
長
官
黒
田
清
隆

同
十
二
月
廿
七
日　

職
務
格
別
勉
励
ニ
付
為
慰
労
金
拾
円
被
下
候
事　
　

開
拓
使

明
治
十
四
年
三
月
十
八
日　

十
四
年
度
収
入
経
費
予
算
決
算
取
調
申
付
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
上

同
五
月　
　

明
治
五
年
二
月
中
和
田
倉
御
門
内
ヨ
リ
出
火
之
際
罹
災
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人
為
救
済
金
六
円
差
出
候
段
奇
特
ニ
候
事　
　
　
　
　
　
　

東
京
府

同
十
二
月
十
六
日　
　
　
　

任
開
拓
四
等
属　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

開
拓
使

明
治
十
五
年
一
月
八
日　
　

被
廃
開
拓
使

同
九
日　
　
　
　
　
　
　
　

開
拓
使
残
務
取
扱
申
付
候
事　

開
拓
使
残
務
取
扱
所

同
三
月
六
日　
　
　
　
　
　

開
拓
使
残
務
取
扱
差
免
候
事　
　
　
　
　
　

同
上

同
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

任
四
等
属　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
蔵
省

同
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

租
税
局
勤
務
申
付
候
事　
　
　
　
　
　
　
　

同
上

同
七
月
十
四
日　
　
　
　
　

東
京
箱
崎
出
張
所
詰
申
付
候
事　
　
　
　
　

租
税
局

同
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

開
拓
使
会
計
残
務
整
理
委
員
申
付
候
事　
　

大
蔵
省

同
十
二
月
廿
六
日　

御
用
向
多
端
ノ
折
柄
格
別
勉
励
候
ニ
付
為
御
手

当
目
録
之
通
下
賜
候
事
（
目
録
金
拾
九
円
廿
銭
）　

同
上

明
治
十
六
年
三
月
二
日　
　

東
京
箱
崎
出
張
所
被
廃

同
三
月
三
日　
　
　
　
　
　

箱
崎
出
張
所
残
務
掛
詰
申
付
候
事　
　
　
　

租
税
局

同
四
月
六
日　
　

御
用
向
多
端
ノ
折
柄
格
別
勉
励
候
ニ
付
為
御
手

当
目
録
之
通
下
賜
候
事
（
目
録
弐
円
拾
三
銭
三
厘
）　

大
蔵
省

同
五
月
一
日　
　
　
　
　
　

函
﨑
出
張
所
残
務
掛
被
廃

明
治
十
七
年
二
月
廿
八
日　

事
務
勉
励
ニ
付
為
慰
労
金
三
拾
弐
円
下
賜
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
上

同
五
月
二
十
日　
　
　
　

任
四
等
主
税
属　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
上

同
廿
八
日　
　
　
　
　
　

開
拓
使
会
計
残
務
整
理
委
員
申
付
候
事　
　
　

同
上

同
六
月
十
六
日　
　
　
　

事
務
勉
励
ニ
付
為
慰
労
金
拾
六
円
下
賜
候
事　

同
上

同
六
月
三
十
日　
　
　
　

開
拓
使
会
計
残
務
整
理
委
員
差
免
候
事　
　
　

同
上

同
日　
　
　
　
　
　
　
　

開
拓
使
事
業
報
告
編
纂
残
務
取
扱
申
付
候
事　

同
上

同
日　
　
　
　

開
拓
使
会
計
残
務
整
理
委
員
中
格
別
勉
励
候
ニ
付
為
慰
労

　
　
　
　
　
　

金
四
拾
円
下
賜
候
事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
上

同
十
月
十
六
日　
　

明
治
六
年　

皇
城
炎
上
ニ
付
金
八
円
献
納
候
段

奇
特
候
事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
内
省

明
治
十
八
年
三
月
廿
三
日　

開
拓
使
事
業
報
告
編
纂
残
務
取
扱
差
免

候
事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
大
蔵
省

同
廿
四
日　
　
　
　
　
　
　

本
部
会
計
課
勤
務
申
付
候
事　
　
　
　
　
　

主
税
局

明
治
十
九
年
一
月
十
一
日　

開
拓
使
事
業
報
告
編
纂
残
務
格
別
勉
励

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

候
ニ
付
為
慰
労
金
弐
拾
円
下
賜
候
事　
　
　

大
蔵
省

同
二
月
一
日　
　
　
　
　
　

第
二
部
勤
務
申
付
候
事　
　
　
　
　
　
　
　

主
税
局

同
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
租
課
詰
申
付
候
事　
　
　
　
　
　
　
　

第
二
部
長

同
四
日　
　
　
　
　
　
　
　

第
三
部
兼
務
申
付
候
事　
　
　
　
　
　
　
　

主
税
局

同
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

酒
税
課
印
紙
税
課
詰
申
付
候
事　
　
　
　

第
三
部
長

同
三
月
四
日　
　
　
　
　
　

事
務
勉
励
ニ
付
為
慰
労
金
八
円
下
賜
候
事　

主
税
局

同
五
日　
　
　
　
　
　
　
　

允
請
任
六
等
主
税
属　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
蔵
省

同
十
日　
　
　
　
　
　
　
　

任
大
蔵
属　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
上

同
五
月
六
日　
　
　
　
　
　

叙
判
任
官
六
等　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
上

明
治
廿
二
年
六
月
十
九
日　

宮
崎
県
ヘ
出
向
ヲ
命
ス　
　
　
　
　
　
　
　

同
上

同
七
月
廿
四
日　
　
　
　
　

宮
崎
県
出
向
ヲ
免
ス　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
上

同
廿
五
日　
　
　
　
　
　
　

任
東
京
府
収
税
属　
　
　
　
　
　
　
　

   

東
京
府
庁

同
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

叙
判
任
官
六
等
給
上
級
俸　
　
　
　
　
　
　

同
上

同
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
府
収
税
部
幸
橋
出
張
所
在
勤
申
付　
　

同
上

廿
二
年
十
二
月
二
十
五
日　

担
任
之
事
務
勉
励
ニ
付
為
其
賞
金
一
円
ヲ
給
与
ス

廿
三
年
五
月
三
日　
　
　
　

官
等
俸
給
令
改
正

廿
三
年
五
月
三
日　
　
　
　

叙
判
任
官
四
等
給
下
級
俸

同
十
一
月
十
三
日　
　
　
　

非
職
申
付

廿
六
年
十
一
月
十
二
日　
　

非
職
満
期）63
（

　
　
　

※
■
は
所
蔵
機
関
の
非
公
開
箇
所

　

函
館
府
・
開
拓
使
に
勤
務
し
た
後
、
上
京
し
て
大
蔵
省
・
東
京
府
に
奉
職
し
た
の

で
あ
る
。
決
し
て
高
級
官
僚
で
は
な
か
っ
た
が
、
旧
幕
府
の
下
級
吏
員
の
出
身
者
と
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し
て
は
そ
れ
な
り
の
地
位
に
就
き
明
治
を
生
き
た
と
い
え
よ
う
。
江
沢
は
、
明
治

元
年
九
月
の
朝
臣
申
請
期
限
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
た
め
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）

一
一
月
に
改
め
て
朝
臣
申
請
を
し
た
箱
館
在
勤
旧
幕
臣
の
う
ち
、
箱
館
戦
争
当
時

に
旧
幕
府
軍
に
協
力
し
な
か
っ
た
こ
と
を
評
価
さ
れ
、
朝
臣
と
し
て
の
地
位
を
認
め

ら
れ
た
二
九
名
の
一
人
で
あ
り
、
他
の
四
四
名
の
よ
う
に
平
民
籍
と
さ
れ
ず
に
す
ん

だ
）
64
（

。
開
拓
使
で
の
旧
幕
臣
出
身
者
の
職
務
・
人
事
面
に
お
い
て
、
朝
臣
・
非
朝
臣
の

別
は
大
き
な
影
響
を
与
え
ず
、
処
遇
の
格
差
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
が
）
65
（

、
族
籍
の
違

い
と
家
禄
の
有
無
は
後
年
の
復
禄
請
願
運
動
に
お
い
て
は
本
質
的
な
問
題
と
し
て
顕

在
化
す
る
。

　

な
お
、
右
の
履
歴
書
の
冒
頭
に
「
旧
静
岡
藩
」
と
あ
る
の
は
解
せ
な
い
。
江
沢
は

慶
応
四
年
五
月
に
早
く
も
新
政
府
に
出
仕
し
た
わ
け
で
あ
り
、
一
時
的
に
も
せ
よ
静

岡
藩
に
所
属
し
た
事
実
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
一
二
月
時

点
で
開
拓
使
に
在
職
し
た
官
吏
た
ち
の
履
歴
明
細
短
冊
に
は
、「
静
岡
県
復
籍
願
中
」

「
静
岡
県
復
籍
之
義
願
中
」「
静
岡
県
帰
籍
願
中
」
と
記
さ
れ
た
者
が
一
〇
名
ほ
ど
見

出
さ
れ
）
66
（

、
後
に
旧
静
岡
藩
籍
へ
の
復
帰
を
願
っ
た
北
海
道
在
勤
旧
幕
臣
が
い
た
こ
と

が
わ
か
る
が
、
そ
れ
に
江
沢
は
含
ま
れ
な
い
。
江
沢
の
履
歴
書
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
深

い
意
図
も
な
く
単
純
に
旧
幕
臣
す
べ
て
を
静
岡
藩
士
で
あ
っ
た
と
み
な
し
た
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
正
確
な
事
実
認
識
と
は
い
え
な
い
。

　

函
館
・
札
幌
や
東
京
に
勤
務
し
た
江
沢
で
あ
る
が
、
上
総
の
郷
里
と
切
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
亡
父
と
同
名
の
門
四
郎
を
「
叔
父
」「
伯
父
」
と
記
し
た
書
類
な
ど

が
あ
る
こ
と
か
ら
）
67
（

、
親
族
が
実
家
で
あ
る
農
家
を
継
い
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
明
治

十
年
代
に
北
海
道
か
ら
転
勤
し
た
正
勝
と
そ
の
一
家
は
、
東
京
で
生
活
す
る
か
た
わ

ら
、
郷
里
に
は
田
畑
を
所
有
し
、
地
主
と
し
て
の
収
入
も
得
て
い
た
ら
し
い
。
明
治

十
年
代
以
降
に
記
さ
れ
た
小
作
米
の
勘
定
帳
な
ど
が
残
さ
れ
て
い
る
。

３　

江
沢
た
ち
の
請
願
運
動

　

江
沢
家
文
書
に
は
、
明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）
一
〇
月
の
家
禄
賞
典
禄
処
分
法

の
発
布
を
受
け
、
そ
の
翌
年
か
ら
展
開
さ
れ
た
復
禄
請
願
運
動
の
過
程
で
作
成
・
収

集
さ
れ
た
書
類
一
七
点
が
一
綴
り
に
さ
れ
残
さ
れ
て
い
る
。
中
に
は
、
慶
応
二
年

（
一
八
六
六
）
六
月
一
一
日
時
点
で
の
箱
館
奉
行
所
の
職
員
録
「
役
々
姓
名
帳
」
の

よ
う
に
旧
幕
時
代
の
原
文
書
も
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
正
勝
が
三
一
年
五
月
時
点
で
、

大
藤
友
松
・
柴
田
直
養
・
寺
崎
直
治
ら
と
と
も
に
復
禄
請
願
委
員
を
つ
と
め
て
い
た

こ
と
を
示
す
書
類
が
あ
り
、
彼
が
グ
ル
ー
プ
の
先
頭
に
立
っ
た
一
人
だ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
な
お
、
彼
ら
の
運
動
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
開
始
さ
れ
た
の
か
は
わ
か

ら
な
い
が
、
三
〇
年
一
二
月
八
日
の
新
聞
に
、「
旧
幕
元
箱
館
方
諸
君
復
禄
請
願
左

名
へ
来
談
あ
れ　

東
京
市
下
谷
区
下
谷
坂
町
四
番
地　

柴
田
直
養
）
68
（

」
と
の
小
さ
な
広

告
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
下
、
江
沢
家
文
書
の
中
か
ら
、「
役
々
姓
名
帳
」
や
そ
の
他
幾
つ
か
の
書
類
を

翻
刻
・
紹
介
し
て
お
こ
う
。

史
料
２

（
表
紙
）「　

慶
応
二
寅
年

　
　
　
　
　

役
々
姓
名
帳

　
　
　
　
　
　

六
月
十
一
日　

」

弐
千
石　

箱
館
奉
行

　

高
千
五
百
石　
　
　
　

小
出
大
和
守

　

高
四
百
五
拾
石　
　
　

杉
浦
兵
庫
頭

千
俵　

同
並

　

高
百
俵　
　
　
　
　
　

新
藤

蔵

百
五
拾
俵　

組
頭

　

高
百
俵　
　
　
　
　
　

荒
木
済
三
郎

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

三
田
喜
六

　

高
七
拾
俵
五
人
扶
持　

山
村
惣
三
郎

百
五
拾
俵　

同
勤
方
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高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

橋
本
悌
蔵

　

高
拾
五
俵
三
人
半
扶
持　

平
岡
庄
七

百
五
拾
俵　

調
役

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

富
田
類
右
衛
門

　

高
拾
五
俵
弐
人
扶
持　

喜
多
野
省
吾

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

荒
井
金
助

　

高
七
拾
俵
五
人
扶
持　

海
老
原
武
次

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

間
宮
鉄
次
郎

　

高
五
拾
俵
三
人
扶
持　

高
木
与
惣
左
衛
門

　

高
百
俵　
　
　
　
　
　

小
柴
喜
左
衛
門

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

山
崎
衡
三
郎

　

高
拾
五
俵
壱
人
扶
持　

山
本
文
之
助

　

高
百
五
拾
俵　
　
　
　

酒
井
弥
次
右
衛
門

　
　
　
　
　

同
並

　

高
拾
人
扶
持　
　
　
　

古
橋
次
郎

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

梨
本
弥
五
郎

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

村
上
次
郎
太
郎

　

高
七
拾
俵
五
人
扶
持　

城
六
郎

　

高
七
拾
俵
五
人
扶
持　

山
内
作
左
衛
門

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

最
上
徳
内

　

高
七
拾
俵
五
人
扶
持　

佐
々
木
為
蔵

　

高
百
俵　
　
　
　
　
　

清
水
啓
作

　

高
拾
五
俵
壱
人
扶
持　

小
島
源
兵
衛

　

高
百
俵　
　
　
　
　
　

海
老
原
庫
太
郎

　

高
拾
五
俵
壱
人
扶
持　

松
岡
徳
次
郎

　

高
七
拾
俵
五
人
扶
持　

樋
野
恵
助

　

高
拾
五
俵
壱
人
扶
持　

石
賀
七
左
衛
門

　

高
拾
人
扶
持　
　
　
　

藤
田
主
馬

　
　
　
　
　

同
並
出
役

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

山
口
啓
蔵

　

高
七
拾
俵
五
人
扶
持　

成
瀬
澗
八
郎

　

高
八
拾
石　
　
　
　
　

葛
山
湧
輔

　
　
　
　
　

開
成
所
教
授
職

　

御
扶
持
方
六
十
人
扶
持　

堀
達
之
助

　
　
　
　
　

調
役
格
通
弁
御
用

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

名
村
五
八
郎

　
　
　
　
　

調
役
並
格
定
役
元
〆

　

高
拾
五
俵
三
人
扶
持　

大
橋
宥
之
助

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

近
藤
与
兵
衛

　
　
　
　
　

定
役
元
〆

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

坪
内
幾
之
進

　

高
拾
五
俵
弐
人
扶
持　

神
山
忠
三
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

木
川
直
右
衛
門

　

高
拾
俵
三
人
扶
持　
　

岡
田
錠
次
郎

　
　
　
　
　

同
格

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

柴
田
弁
一
郎

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

宇
津
木
頼
母

　
　
　
　
　

定
役

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

庵
原
勇
三
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

吉
岡
新
左
衛
門

　

高
三
拾
俵
壱
人
扶
持　

青
木
伊
織

　

高
拾
五
俵
壱
人
半
扶
持　

渡
辺
甚
十
郎

　

高
弐
拾
俵　
　
　
　
　

金
井
清
三
郎

　

高
弐
拾
七
俵
壱
斗
五
升　

秋
山
透
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高
拾
石
三
人
扶
持　
　

吉
沢
左
十
郎

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　

龍
崎
雄
次
郎

　

高
拾
四
俵
壱
人
半
扶
持　

板
倉
庄
次
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

代
島
剛
平

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

稲
川
市
右
衛
門

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　

大
河
内
藤
左
衛
門

　

高
拾
五
俵
壱
人
半
扶
持　

栗
山
勇
太
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

野
崎
達
右
衛
門

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　

松
村
精
之
助

　

高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　

大
塚
良
輔

　

高
拾
六
俵
五
人
扶
持　

成
瀬
金
左
衛
門

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　

植
月
良
造

　

高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　

木
村
勝
右
衛
門

　

高
拾
五
俵
壱
人
半
扶
持　

高
田
重
次
郎

　

高
三
拾
俵
二
人
扶
持　

間
崎
三
左
衛
門

　

高
拾
五
俵
壱
人
扶
持　

小
林
平
次
郎

　

高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　

中
沢
佐
兵
衛

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

前
田
重
五
郎

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　

門
野
泉
蔵

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

宮
塚
三
平

　

高
拾
五
俵
壱
人
扶
持　

鈴
木
金
吾

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

水
谷
一
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

来
住
野
与
四
郎

　

高
拾
五
俵
壱
人
半
扶
持　

佐
藤
又
六

　

高
拾
五
俵
壱
人
半
扶
持　

大
野
晋
之
丞

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

大
塚
市
左
衛
門

　

高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　

杉
山
五
郎

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

水
上
重
太
夫

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

平
井
幸
一
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

西
村
半
次
郎

　

高
拾
俵
壱
人
半
扶
持　

立
文
太
夫

　

高
弐
拾
壱
俵
弐
人
扶
持　

杉
江
善
平

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

長
谷
川
三
五
郎

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　

石
井
半
一
郎

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　

中
田
幸
吉

　

高
拾
三
俵
壱
人
半
扶
持　

篠
崎
丈
一
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

小
山
房
一
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

大
坪
伴
吉

　

高
拾
五
俵
三
人
扶
持　

岡
田
丈
之
助

　

高
拾
五
俵
壱
人
扶
持　

伊
沢
兵
九
郎

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

近
藤
孝
輔

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

清
水
平
一
郎

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

渡
辺
敬
一
郎

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

山
本
直
作

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　

山
岡
羊
之
助

　

高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　

横
開
新
八
郎

　

高
弐
拾
俵
壱
人
扶
持　

石
井
喜
八

　

高
三
拾
三
人
扶
持　
　

金
沢
幸
次
郎

　

高
拾
五
俵
壱
人
半
扶
持　

小
林
三
喜
蔵

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　

藤
島
市
之
助

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

川
上
謙
一
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

石
渡
庄
左
衛
門

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

芦
沢
鋭
次
郎

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　

比
留
小
三
郎
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高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

白
鳥
友
次
郎

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　

根
岸
馬
之
助

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

鈴
木
歳
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

渡
辺
庄
兵
衛

　

高
拾
壱
俵
五
人
扶
持　

小
池
仙
之
進

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

和
田
惣
三
郎

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　

上
野
重
太
郎

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　

長
尾
金
平

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

村
田
親
太
郎

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　

高
井
源
次
郎

　

高
拾
五
俵
壱
人
半
扶
持　

吾
沢
太
郎
兵
衛

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　

島
田
林
三
郎

　

高　
　
　
　
　
　
　
　

宮
本
謙
次
郎

　
　
　
　
　

同
出
役

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

相
沢
龍
之
助

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　

藪
田
於
菟
太
郎

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　

松
本
権
輔

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

吉
村
伝
右
衛
門

　

高
七
拾
俵
五
人
扶
持　

山
室
精
輔

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

立
石
元
三
郎

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

吉
村
仙
太
郎

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　

篠
森
弦
蔵

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

渡
辺
大
輔

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

村
田
貞
助

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

斎
藤
弥
八
郎

　

御
扶
持
方
五
人
扶
持　

丸
茂
謙
吉

　

御
扶
持
方
五
人
扶
持　

古
谷
簡
一

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　

山
下
東
兵
衛

　

御
扶
持
方
五
人
扶
持　

木
下
官
一
郎

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　

小
山
友
之
介

　

高
弐
拾
俵
三
人
扶
持　

宇
津
野
第
次
郎

　

御
扶
持
方
五
人
扶
持　

小
野
利
一
郎

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　

石
渡
政
吉

　

高
四
拾
俵
壱
人
半
扶
持　

吉
沢
右
太
夫

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

川
合
清
蔵

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　

庭
井
美
之
助

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

水
野
要
作

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

石
川
判
之
助

　

高
拾
四
俵
壱
人
扶
持　

奥
井
貞
之
輔

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

杉
山
菊
右
衛
門

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

平
田
弥
十
郎

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　

神
保
侶
八
郎

　
　
　
　

定
役
隼

　

御
手
当
金
弐
拾
七
両　

前
田
慎
吾

　

御
手
当
金
拾
八
両　
　

辻
幹
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
村
兼
太
郎

　
　
　
　

同
格
同
心
組
頭

　
　
　
　

同
格
同
心

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

三
村
段
七

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

立
広
作

　
　

一
生
之
内
五
人
扶
持

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　

志
賀
浦
太
郎

　
　
　
　

定
役
代
り

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　

太
田
正
之
助
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定
役
見
習

　

御
扶
持
方
五
人
扶
持　

植
月
順
次
郎

　

御
扶
持
方
五
人
扶
持　

増
井
恒
三
郎

　
　
　
　

定
役
無
足
見
習

　

父
高
弐
拾
七
俵
壱
斗
五
升　

秋
山
盛
之
進

　

父
高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　

水
谷
栄
三

　

父
高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　
　

門
野
第
太
郎

　

父
高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　
　

木
村
次
作

　

父
高
三
拾
俵
三
人
扶
持　
　

宇
津
木
行
太
郎

　

父
高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　
　

中
田
周
三

　

父
高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　

石
渡
英
五
郎

　

父
高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　
　

中
沢
正
作

　

父
高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　
　

山
岡
誠
一
郎

　

父
高
拾
五
俵
壱
人
扶
持　
　

小
林
定
吉

　

父
高
弐
拾
俵　
　
　
　
　
　

金
井
為
之
輔

　
　
　
　

同
出
役
無
足
見
習

　

父
高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　

川
合
源
六
郎

　
　
　
　

手
附
出
役

　

御
扶
持
方
五
人
扶
持　
　
　

梨
本
徳
太
郎

　

高
七
拾
俵
五
人
扶
持　
　
　

陶
山
儀
三
郎

　

高
七
拾
俵
五
人
扶
持　
　
　

戸
叶
五
三
郎

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

川
口
覚
蔵

　

高
七
拾
俵
五
人
扶
持　
　
　

小
林
松
之
助

　

現
米
拾
石　
　
　
　
　
　
　

吉
村
源
太
郎

　

父
高
三
拾
俵
三
人
扶
持　
　

塚
本
譲
次
郎

　
　
　
　

書
物
御
用
出
役

　

父
高
百
五
拾
俵　
　
　
　
　

石
神
寛
次
郎

　

父
高
四
拾
石　
　
　
　
　
　

稲
田
吉
之
丞

　

父
高
百
俵
弐
人
扶
持　
　
　

平
戸
新
吉

　

高
八
拾
石　
　
　
　
　
　
　

天
野
泉
次
郎

　

高
百
俵　
　
　
　
　
　
　
　

小
倉
源
之
進

　

父
高
百
五
拾
俵　
　
　
　
　

荒
井
好
太
郎

　

父
高
弐
百
五
拾
俵　
　
　
　

佐
野
栄
太
郎

　

父
高
百
五
拾
俵　
　
　
　
　

三
木
熊
太
郎

　

弐
拾
五
石
拾
人
扶
持　
　
　

安
藤
平
八
郎

　

御
手
当
金
弐
拾
七
両　
　
　

馬
場
貞
次

　

高
弐
百
俵　
　
　
　
　
　
　

荒
木
多
喜
四
郎

　
　
　
　
　

与
力

　

高
八
拾
石　
　
　
　
　
　
　

早
川
久
五
郎

　
　
　
　
　

通
弁
御
用
出
役

　

御
扶
持
方
七
人
扶
持　
　
　

海
老
原
錥
四
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

立
広
作

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

志
賀
浦
太
郎

　

御
扶
持
方
三
人
扶
持　
　
　

鈴
木
知
四
郎

　

御
手
当
金
三
十
両　
　
　
　

東
浦
房
次
郎

　

御
手
当
金
十
両　
　
　
　
　

南
川
兵
吉

　

御
手
当
金
拾
五
両　
　
　
　

近
藤
源
太
郎

　

御
手
当
金
拾
五
両　
　
　
　

稲
本
小
四
郎

　

御
手
当
金
三
十
両　
　
　
　

千
葉
弓
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

若
山
弁
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
甚
五
郎

　
　
　
　
　

同
心
組
頭

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

村
田
林
八

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

猿
田
喜
兵
衛
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高
拾
三
俵
壱
人
半
扶
持　
　

斎
藤
久
七
郎

　

高
拾
三
俵
壱
人
半
扶
持　
　

松
浦
八
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　

同
格

　

高
拾
五
俵
弐
人
扶
持　
　
　

川
口
鉚
之
助

　

高
拾
弐
俵
弐
人
扶
持　
　
　

細
野
五
左
衛
門

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

有
田
谷
太
郎

　

高
拾
五
俵
弐
人
扶
持　
　
　

柴
沼
鉱
太
郎

　

高
拾
弐
俵
弐
人
扶
持　
　
　

西
山
源
吉

　
　
　
　
　

同
心

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

小
島
英
左
衛
門

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

藤
田
七
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

芝
田
吉
次
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

土
屋
文
次
兵
衛

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

吉
田
龍
左
衛
門

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

峯
尾
文
吉
□△

　

高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　
　
　

高
橋
初
吉

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

手
塚
修
平

　

高
拾
俵
壱
人
半
扶
持　
　
　

小
島
鉄
之
助

　

高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　
　
　

木
村
源
次
郎

　

高
拾
俵
壱
人
扶
持　
　
　
　

佐
伯
賢
三

　

高
拾
俵
壱
人
半
扶
持　
　
　

大
藤
権
左
衛
門

　

高
拾
五
俵
壱
人
半
扶
持　
　

田
京
兼
次
郎

　

高
拾
三
俵
壱
人
半
扶
持　
　

名
取
儀
左
衛
門

　

高
拾
俵
壱
人
扶
持　
　
　
　

本
郷
又
左
衛
門

　

高
拾
俵
壱
人
扶
持　
　
　
　

寺
崎
源
五
郎

　

高
拾
三
俵
壱
人
半
扶
持　
　

岡
田
万
次
郎

　

高
拾
俵
壱
人
半
扶
持　
　
　

加
藤
金
四
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

岩
田
虎
太
郎

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

落
合
清
太
郎

　

高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　
　
　

菰
田
直
次
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

内
藤
喜
三
郎

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

下
宮
理
兵
衛

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

中
西
清
弥

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

伊
藤
五
助

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

松
本
寛
蔵

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

川
上
甚
三
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

茂
庭
彦
右
衛
門

　

高
拾
五
俵
壱
人
半
扶
持　
　

長
坂
三
之
助

　

高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　
　
　

山
岸
栄
三
郎

　

高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　
　
　

飯
田
幸
八
郎

　

高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　
　
　

塩
見
伊
太
郎

　

高
弐
俵
壱
人
扶
持　
　
　
　

林
敬
三
郎

　

高
拾
五
俵
壱
人
扶
持　
　
　

山
縣
立
左
衛
門

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

黒
沢
弥
太
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

立
山
幾
三
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

工
藤
林
十
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

島
崎
次
郎
右
衛
門

　

高
拾
弐
俵
壱
人
半
扶
持　
　

中
川
直
三
郎

　

高
拾
俵
壱
人
半
扶
持　
　
　

有
田
清
次
郎

　

高
拾
俵
壱
人
半
扶
持　
　
　

東
浦
忠
之
進

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

天
野
徳
三
郎

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

秋
庭
熊
蔵

　

高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　
　
　

富
田
甚
左
衛
門

　

高
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　
　

足
立
五
郎
八
郎
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高
拾
五
俵
壱
人
半
扶
持　
　

斎
藤
助
五
郎

　

高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　
　
　

古
谷
八
十
七

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

神
野
源
助

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

荻
野
麻
次
郎

　

高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　
　
　

太
田
又
一
郎

　

高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　
　
　

成
家
藤
五
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

対
馬
喜
三

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

村
山
嘉
多
造　
　

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

江
沢
繁
之
助

　

高
拾
俵
壱
人
半
扶
持　
　
　

田
中
文
左
衛
門

　

高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　
　
　

三
浦
武
次
郎

　

高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　
　
　

三
浦
松
三
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

立
広
作

　
　

一
生
之
内
五
人
扶
持

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

杉
山
三
千
蔵

　

高
弐
拾
俵
三
人
扶
持　
　
　

金
子
八
十
八
郎

　

高
拾
俵
壱
人
扶
持　
　
　
　

細
田
要
助

　

高
拾
五
俵
壱
人
半
扶
持　
　

伊
久
間
市
之
助

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

久
保
常
吉

　

高
拾
俵
壱
人
半
扶
持　
　
　

寺
崎
倉
吉

　

高
拾
俵
壱
人
半
扶
持　
　
　

更
科
義
之
助

　

高
拾
俵
壱
人
半
扶
持　
　
　

下
宮
欽
之
助

　

高
俵
壱
人
半
扶
持　
　
　
　

岡
田
金
次
郎

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　
　
　

川
久
保
亀
太
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

吉
村
現
一
郎

　

高
拾
五
俵
壱
人
半
扶
持　
　

近
藤
録
三
郎

　

高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　
　
　

山
本
晋
右
衛
門

　

高
拾
俵
壱
人
半
扶
持　
　
　

小
島
英
吉

　

高
拾
俵
壱
人
半
扶
持　
　
　

三
村
平
太
郎

　

高
三
拾
俵
三
人
扶
持　
　
　

前
田
直
三
郎

　

高
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　
　

近
野
与
喜
之
助

　

高
拾
俵
壱
人
半
扶
持　
　
　

小
田
太
郎

　

高
拾
壱
俵
壱
人
半
扶
持　
　

小
谷
野
八
太
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

佐
久
間
元
二
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

広
田
弘
二

　

高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　
　
　

橋
爪
鉄
太
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

伊
藤
忠
吉

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

福
沢
慎
三
郎

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

原
田
録
平

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

野
部
清
三
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

猿
田
喜
三
郎

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

渡
辺
吉
郎

　

高
拾
俵
壱
人
半
扶
持　
　
　

山
本
晋
之
助

　

高
拾
俵
壱
人
半
扶
持　
　
　

高
橋
真
平

　

高
拾
俵
壱
人
半
扶
持　
　
　

黒
沢
祐
吉

　

高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

石
崎
久
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喜
多
川
鶴
太
郎

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

島
田
忠
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
広
三
郎

　

高
拾
五
俵
壱
人
扶
持　
　
　

鈴
木
恕
輔

　

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　

石
神
道
太
郎

　

高
拾
俵
壱
人
扶
持　
　
　
　

山
崎
長
吉
郎

　

高
拾
四
俵
壱
人
半
扶
持　
　

中
田
孫
七

　

高
拾
五
俵
壱
人
半
扶
持　
　

鷹
巣
志
兵
衛
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高
拾
俵
壱
人
半
扶
持　
　
　

宮
崎
為
之
丞

　

高
拾
三
俵
弐
人
扶
持　
　
　

中
村
真
三

　

高
拾
五
俵
壱
人
半
扶
持　
　

水
田
吉
五
郎

　

高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　
　
　

広
川
信
太
郎

　

高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　
　
　

白
鳥
武
之
進

　

高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　
　
　

村
田
兼
三
郎

　
　
　
　
　

同
心
無
足
見
習

　

父
高
拾
俵
壱
人
扶
持　
　
　

佐
伯
多
喜
二
郎

　

父
高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　

猿
田
百
太
郎

　

父
高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　
　

飯
田
慶
輔

　

父
高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　
　

古
谷
寿
太
郎

　

父
高
拾
俵
壱
人
半
扶
持　
　

小
島
忠
之
助

　

父
高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　

川
上
完
次
郎

　

父
高
拾
三
俵
壱
人
半
扶
持　

松
浦
信
之
助

　

父
高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　

工
藤
兵
太
郎

　

父
高
拾
三
俵
壱
人
半
扶
持　

斎
藤
新
兵
衛

　

父
高
拾
三
俵
壱
人
半
扶
持　

名
取
龍
次
郎

　

父
高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　

島
崎
雄
蔵

　

父
高
拾
弐
俵
壱
人
扶
持　
　

山
岸
豊
太
郎

　

父
高
拾
俵
壱
人
半
扶
持　
　

大
藤
権
之
助

　

父
高
拾
五
俵
壱
人
半
扶
持　

斎
藤
松
太
郎

史
料
３

　
　
　
　
　

預
り
金
証
書

﹇
一
銭
印
紙
﹈

一
金
五
円
也

右
者
復
禄
請
願
ニ
付
諸
費
用
ニ
充
テ
御
渡
相
成
、
正
ニ
領
収
致
シ
候
、
就
而
者
実

費
遣
払
明
細
書
ヲ
調
整
シ
毎
月
報
告
可
致
候
、
依
テ
預
り
金
証
書
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

復
禄
請
願
委
員

　
　

明
治
三
十
一
年
五
月
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
沢
正
勝

　
　
　
　

復
禄
請
願
委
員
兼
現
金
管
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
藤
友
松
殿

史
料
４

　
　
　
　
　
　
　

預
り
金
証
書

﹇
印
紙
﹈

一
金
弐
拾
五
円
也

右
者
御
維
新
之
際
箱
館
奉
行
杉
浦
兵
庫
頭
ヨ
リ
函
館
裁
判
所
ニ
引
継
相
成
候

面
々
、
復
禄
請
願
ニ
係
ル
費
用
ト
シ
テ
御
出
金
相
成
、
正
ニ
領
収
致
シ
候
、
就
而

者
願
意
成
功
之
上
、
各
自
ゟ
諸
費
用
弁
償
相
成
候
筈
ニ
付
、
其
節
相
当
ノ
利
子
ヲ

付
シ
填
償
方
取
計
可
申
候
、
為
後
日
預
り
金
証
書
仍
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

復
禄
請
願
委
員
惣
代

　
　

明
治
三
十
一
年
五
月
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柴
田
直
養

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
沢
正
勝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
崎
直
治

　
　
　

大
藤
友
松
殿

　

同
年
六
月
に
江
沢
が
大
藤
に
提
出
し
た
「
函
館
往
復
諸
費
精
算
」
に
は
、
東
京
・

青
森
間
往
復
汽
車
賃
、
青
森
・
函
館
間
汽
船
賃
、
上
野
・
小
島
町
間
往
復
人
力
車
代
、

弁
当
代
、
茶
代
、
電
信
代
な
ど
が
細
か
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
以
下
の
よ
う
な
書
類
が
あ
る
。

史
料
５

　
　
　
　
　
　
　

入
記
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一
属
籍
更
正
及
復
禄
請
願
書　
　
　
　

弐
冊

　

一
身
分
証
明
願　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
冊

　

一
同
控　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
冊

　

一
参
照
書
類
目
録　
　
　
　
　
　
　
　

弐
冊

　

一
代
島
代
次
郎
履
歴
書　
　
　
　
　
　

弐
冊

　

一
鈴
木
三
治
履
歴
書　
　
　
　
　
　
　

弐
冊

　

一
木
村
安
衛
履
歴
書　
　
　
　
　
　
　

弐
冊

　

一
西
村
利
光
履
歴
書　
　
　
　
　
　
　

弐
冊

　

一
小
鷹
正
和
履
歴
書　
　
　
　
　
　
　

弐
冊

　

一
寺
崎
直
治
履
歴
書　
　
　
　
　
　
　

弐
冊

　

一
鈴
木
国
輝
復
禄
請
願
書
類
実
印
入　

壱
袋

前
記
載
之
通
り
差
立
候
間
、
改
メ
御
落
手
可
被
下
候
也

　
　

十
月
二
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

飯
田
保
唯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
崎
直
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
山
節
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
村
安
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
村
利
光

　
　
　
　
　

江
沢
様

　
　
　
　
　

大
藤
様

　

い
ず
れ
も
委
員
が
東
京
・
函
館
を
往
復
し
、
請
願
参
加
者
を
ま
と
め
上
げ
、
必
要

な
資
料
を
そ
ろ
え
る
な
ど
の
活
動
を
行
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

綴
ら
れ
た
一
七
点
の
中
に
は
、
同
年
六
月
三
日
付
で
最
後
の
箱
館
奉
行
だ
っ
た
杉

浦
梅
潭
（
誠
）
に
あ
て
た
全
四
〇
名
に
よ
る
「
身
分
証
明
願
」
が
あ
り
、
自
分
た
ち

が
幕
末
時
に
間
違
い
な
く
幕
臣
だ
っ
た
こ
と
を
元
上
司
に
証
明
し
て
も
ら
お
う
と
必

死
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
以
下
が
そ
の
書
類
で
あ
る
。

史
料
６

　
　
　
　
　
　
　
　

身
分
証
明
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
共
儀

旧
幕
府
箱
館
奉
行
支
配
向
之
者
ニ
テ　

御
維
新
之
際
慶
応
四
戊
辰
年
閏
四
月
箱
館

裁
判
所
ヘ
御
引
継
相
成
、
其
後
民
籍
ヘ
編
入
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ニ
有
之
候
処
、
今
般

属
籍
更
正
及
復
禄
請
願
仕
候
ニ
就
テ
ハ
当
時
閣
下
箱
館
奉
行
御
在
職
中
之
義
ニ

付
、
身
分
御
証
明
被
成
下
度
、
此
段
奉
願
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

旧
幕
府
箱
館
奉
行
組
足
軽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

禄
高
四
石
弐
斗
弐
人
扶
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
木
俊
八
亡
承
継
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
島
国
松
前
郡
福
山
枝
ケ
崎
町
五
番
地

　
　

明
治
三
十
一
年
六
月
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
木
理
一
郎
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

慶
応
元
年
十
二
月
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
翻
刻
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

旧
幕
府
箱
館
奉
行
組
同
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

禄
高
弐
拾
俵
弐
人
扶
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
藤
権
左
衛
門
亡
承
継
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
市
京
橋
区
木
挽
町
二
丁
目
十
三
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
藤
友
松

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
政
二
年
七
月
廿
二
日
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

旧
幕
府
箱
館
奉
行
支
配
定
役
元
締
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

禄
高
五
拾
俵
三
人
扶
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柴
田
弁
一
郎
亡
承
継
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
府
南
多
摩
郡
小
宮
村
西
中
野
三
千
六
拾
壱
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柴
田
直
養

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嘉
永
六
年
六
月
八
日
生

　
　
　

正
五
位
杉
浦
誠
殿
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氏　名 職　業 生　年 居住地 旧幕時代の職名
大関久太郎（源左衛門承継人） 仲買商 安政６年 渡島国函館区豊川町 足軽

服部民治（四平承継人） 紙商 慶応元年 渡島国函館区恵比寿町 足軽

小島一明（安之助承継人） 雑業 明治 15 年 渡島国函館区船見町 足軽

松林芳高（兵九郎） 小間物商 天保元年 渡島国函館区春日町 足軽

西村利清（清八郎） 仲買商 天保４年 根室国根室花咲町 足軽

森口マン（永吉継承人） 旅人宿営業 天保３年 渡島国函館区春日町 足軽

蛯子葭次郎 荒物商 天保３年 渡島国函館区駒止町 足軽

山川重吉郎 書画商 天保 14 年 渡島国函館区会所町 足軽

飯田保唯（保太郎） 漁業 嘉永３年 渡島国函館区住吉町 足軽

木村安衛（朝太郎） 漁業 天保 12 年 渡島国亀田郡志苔村 足軽

西村利光（伝九郎） 漁業 天保９年 渡島国函館区相生町 足軽

広田サキ（弘二承継人） 呉服商 安政２年 渡島国函館区蓬莱町 同心

石崎広（栄之進承継人） 農業 文久元年 渡島国上磯郡泉沢村 同心

青木理一郎（俊八承継人） 陶器商 慶応元年 渡島国松前郡福山枝ケ崎町 足軽

高島晴信（甚五郎） 漁業 弘化元年 石狩国石狩郡弁天町 足軽

守田嘉富（森田長十郎） 鉄物商 天保７年 後志国寿都郡大磯町 足軽

小鷹正和（直吉） 農業 弘化４年 渡島国亀田郡七飯村 足軽

江守クラ（秀三承継人） 呉袋職 慶応３年 渡島国函館区恵比寿町 足軽

鈴木嘉祥（助蔵承継人） 農業 明治３年 渡島国亀田郡市渡村 足軽

井田俵吉（幸吉） 写真業 弘化３年 渡島国函館区相生町 足軽

高島キヨ（勇蔵継承人） 無職業 明治 16 年 渡島国函館区東川町 足軽

神馬正司 荒物商 文政 8年 渡島国函館区高砂町 足軽

高島友成（織兵衛承継人） 無職業 明治 13 年 渡島国函館区東川町 足軽

中村昌吉 産物販売商 嘉永２年 渡島国函館区恵比寿町 足軽

合田耕之助（幸平承継人） 漁業 文久２年 後志国色枝郡永豊村 足軽

北野広（直左衛門承継人） 農業 安政５年 渡島国亀田郡鍛冶村 足軽

古谷寿（八十七承継人） 靏岡学校通勤 嘉永２年 渡島国函館区鶴岡町 同心

鈴木三治（三右衛門承継人） 漁業 天保 12 年 後志国寿都郡湯別村 足軽小頭

猿田ソヨ（幾一郎承継人） 裁縫職 慶応元年 渡島国函館区青柳町 同心

寺崎直治（源五郎承継人） 水産陳列所博物館看守 嘉永元年 渡島国函館区青柳町 同心

天野起山（徳三郎承継人） 雑業 明治 13 年 後志国瀬棚郡島歌村 同心

西山豊太（源吉承継人） 郡役所雇　北海道庁属 文久３年 渡島国上磯郡上磯村 同心組頭格

門野豊秋（泉蔵承継人） 糸商 天保 13 年 石狩国札幌郡南三条西 定役

代島代次郎（剛平承継人） 米商 安政３年 渡島国函館区曙町 定役

角田忠之助（忠四郎承継人） 郡役所雇　北海道庁亀田支庁雇 慶応３年 渡島国飛田郡市渡村 足軽

鈴木伴一（勘兵衛承継人） 旅人宿業 嘉永６年 後志国小樽郡新富町 定役

大藤友松（権左衛門承継人） 鋳物業 安政２年 東京市京橋区木挽町 同心

柴田直養（弁一郎承継人） 商家通勤 嘉永６年 東京府南多摩郡小宮村 定役元締格

表2　復禄請願運動に参加した元箱館奉行配下の旧幕臣の職業

江沢正勝文書より作成
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右
事
実
相
違
無
之
ニ
付
証
明
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　

正
五
位
杉
浦
誠

　

こ
の
身
分
証
明
願
に
署
名
し
た
四
〇
名
（
当
人
か
先
代
）
の
旧
幕
時
代
の
職
名
に

よ
る
内
訳
は
、
足
軽
が
二
五
名
、
足
軽
小
頭
が
三
名
、
同
心
が
七
名
、
同
心
組
頭
格

が
一
名
、
定
役
が
三
名
、
定
役
元
締
格
が
一
名
で
あ
る
。
現
住
所
で
は
、
北
海
道
が

三
八
名
、
東
京
が
二
名
で
あ
る
。
先
述
の
通
り
東
京
在
住
の
二
名
、
す
な
わ
ち
大
藤

友
松
と
柴
田
直
養
は
請
願
委
員
だ
っ
た
。

　

ま
た
表
は
、
江
沢
が
残
し
た
綴
り
の
中
に
あ
っ
た
請
願
運
動
に
加
わ
っ
た
と
思
わ

れ
る
三
八
名
の
名
簿
か
ら
作
成
し
た
、
氏
名
・
職
業
の
一
覧
で
あ
る
。
旧
幕
時
代
の

職
名
は
身
分
証
明
願
（
署
名
者
四
〇
名
）
に
記
さ
れ
た
肩
書
を
付
け
加
え
た
。
官
吏

だ
っ
た
の
は
ご
く
少
数
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
が
民
間
で
商
工
業
や
農
漁
業
に
従
事
し

て
い
た
。
東
京
在
住
は
二
名
の
み
、
あ
と
は
北
海
道
に
住
ん
で
お
り
、
中
で
も
旧
幕

時
代
の
勤
務
地
だ
っ
た
函
館
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
旧
幕
時
代
に
職
を
奉
じ
て
い
た

当
事
者
は
一
三
名
の
み
で
、
他
は
そ
の
承
継
者
（
子
ど
も
や
未
亡
人
で
あ
ろ
う
）
で

あ
り
、
当
然
な
が
ら
年
齢
的
に
は
若
か
っ
た
。

　

右
の
四
〇
名
に
も
三
八
名
に
も
江
沢
の
名
が
な
い
の
は
、
他
の
者
た
ち
が
平
民

だ
っ
た
の
に
対
し
、
彼
は
「
開
拓
使
貫
属
卒
」
を
経
て
「
東
京
府
士
族
」
の
身
分
を

獲
得
し
て
お
り
、「
属
籍
更
正
」
に
は
無
関
係
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　

他
に
江
沢
家
文
書
に
は
、
江
沢
単
独
で
提
出
さ
れ
た
同
年
八
月
時
点
の
東
京
府
知

事
あ
て
「
家
禄
追
給
願
進
達
方
願
」、
大
蔵
大
臣
あ
て
「
家
禄
追
給
願
」、
同
年
一
一

月
時
点
で
の
東
京
府
知
事
あ
て
「
属
籍
更
正
及
復
禄
請
願
書
」
な
ど
も
草
稿
が
残
さ

れ
て
い
る
。
集
団
で
の
運
動
を
進
め
る
と
と
も
に
、
江
沢
個
人
で
の
書
類
が
作
成
・

提
出
さ
れ
た
の
は
、
手
続
き
上
必
要
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
彼
だ
け
が
士
族
だ
っ

た
か
ら
か
。
う
ち
一
点
は
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

史
料
7

　
　
　
　
　
　
　
　

家
禄
追
給
願
書
進
達
方
願

客
歳
十
月
御
発
布
相
成
候
法
律
第
五
十
号
ニ
依
リ
家
禄
追
給
之
義
大
蔵
大
臣
ヘ
出

願
仕
度
候
間
、
別
紙
願
書
御
進
達
被
成
下
度
、
此
段
奉
願
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
市
浅
草
区
小
島
町
壱
番
地

　
　

明
治
三
十
一
年
八
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　

東
京
府
士
族　

江
沢
正
勝

　
　
　

東
京
府
知
事
肥
塚
龍
殿

　
　
　
　
　
　
　
　

家
禄
追
給
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

旧
幕
府
箱
館
奉
行
組
同
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
市
浅
草
区
小
島
町
壱
番
地

　

元
禄
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
府
士
族　

江
沢
正
勝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嘉
永
二
乙
酉
年
十
一
月
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

廃
通
称
繁
之
助

右
者
旧
幕
府
箱
館
奉
行
組
同
心
ニ
テ
頭
書
ノ
通
禄
高
宛
行
ハ
レ
箱
館
ニ
勤
務
罷
在

候
処
、
箱
館
奉
行
杉
浦
兵
庫
頭
在
勤
中　

皇
政
御
復
古
ニ
付
慶
応
四
戊
辰
年
、
即

チ
明
治
元
年
、
閏
四
月
函
館
府
裁
判
所
ヲ
置
カ
レ
総
督
侍
従
清
水
谷
公
考
殿
下
向

ノ
際
諭
達
ノ
旨
趣
ヲ
遵
奉
シ
該
裁
判
所
ヘ
引
継
相
成
勤
務
罷
在
候
処
、
同
年
十
月

徳
川
脱
藩
襲
撃
之
砌
、
右
清
水
谷
侍
従
ニ
随
従
、
陸
奥
国
青
森
ニ
退
去
、
軍
務
ニ

従
事
致
シ
、
翌
明
治
二
己
巳
年
五
月
函
館
恢
復
ノ
後
引
続
同
府
ニ
奉
職
中
、
同
年

九
月
更
ニ
開
拓
使
ヲ
置
カ
レ
猶
勤
続
罷
在
候
際
、
明
治
三
庚
午
年
正
月
同
使
ヘ
属

籍
及
家
禄
ノ
義
請
願
仕
候
処
、
同
四
辛
未
年
二
月
開
拓
使
貫
属
卒
ニ
加
ヘ
ラ
レ
現

米
壱
石
八
斗
下
賜
相
成
、
右
ハ
明
治
三
庚
午
年
十
一
月
廿
日
御
布
告
第
二
項
ニ
依

リ
減
禄
ノ
上
、
庚
午
年
分
ヨ
リ
給
与
セ
ラ
レ
、
同
六
年
四
月
十
日
更
ニ
開
拓
使
貫

属
士
族
ニ
加
ヘ
ラ
レ
、
明
治
五
壬
申
年
正
月
廿
九
日
第
百
二
十
九
号
御
布
告
ニ
依

ル
、
同
九
年
八
月
五
日
第
百
八
号
御
布
告
公
債
ノ
御
処
分
ニ
依
リ
家
禄
十
四
ケ
年

分
金
百
拾
参
円
下
付
相
成
候
義
ニ
御
座
候
、
然
ル
処
、
明
治
三
十
年
十
月
法
律
第

五
拾
号
御
布
告
ニ
付
テ
ハ
明
治
元
年
ヨ
リ
同
二
年
マ
テ
二
ケ
年
分
ハ
元
禄
額
、
明
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治
三
年
ヨ
リ
同
九
年
迄
七
ケ
年
分
ハ
元
禄
額
ニ
対
シ
不
足
ノ
分
及
減
禄
額
ヲ
以
テ

公
債
ノ
御
処
分
相
成
タ
ル
差
額
共
併
テ
追
給
之
御
処
分
被
成
下
度
、
別
紙
証
拠
書

類
相
添
、
此
段
奉
願
候
也

　
　
　

明
治
三
十
一
年
八
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右　

江
沢
正
勝

　
　
　
　

大
蔵
大
臣
松
田
正
久
殿

　
　
　
　
　
　
　

辞
令
之
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
沢
正
勝

　

現
米
壱
石
八
斗

　

右
之
通
被
宛
行
、
卒
ニ
差
加
候
事

　
　
　

明
治
四
年
辛
未
二
月　
﹇
北
海
道
開
拓
使
印
﹈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
沢
正
勝

　

一
現
米
壱
石
八
斗

　
　

右
為
家
禄
下
賜
、
可
為
当
使
貫
属
士
族
事

　
　
　

明
治
六
年
四
月
十
日　
﹇
開
拓
使
印
﹈

　

右
之
通
相
違
無
之
候
也

　
　

明
治
三
十
一
年
八
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
沢
正
勝

　
　
　
　
　
　

元
禄
及
身
分
証
明
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

旧
幕
府
箱
館
奉
行
組
同
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
市
浅
草
区
小
島
町
壱
番
地

　

元
禄
弐
拾
俵
弐
人
扶
持　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
府
士
族　

江
沢
正
勝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嘉
永
二
乙
酉
年
十
月
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

廃
通
称
繁
之
助

右
者
旧
幕
府
箱
館
奉
行
組
同
心
ニ
テ
頭
書
之
通
禄
高
宛
行
ハ
レ
勤
務
罷
在
候
処　

御
維
新
ノ
際
、
慶
応
四
戊
辰
年
閏
四
月
函
館
府
裁
判
所
ヘ
引
継
相
成
、
明
治
四
辛

未
年
二
月
開
拓
使
貫
属
卒
ニ
加
ヘ
ラ
レ
現
米
壱
石
八
斗
下
賜
相
成
候
ニ
付
テ
ハ
明

治
三
十
年
十
月
第
五
十
号
法
律
ニ
基
キ
元
禄
額
ニ
対
シ
不
足
ノ
分
下
賜
ノ
儀
、
今

般
大
蔵
大
臣
ヘ
出
願
仕
度
候
間
、
右
引
継
ノ
当
時
閣
下
箱
館
奉
行
御
在
職
中
之
義

ニ
付
、
元
禄
并
身
分
御
証
明
被
成
下
度
、
此
段
奉
願
候
也

　
　

明
治
三
十
一
年
五
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右　

江
沢
正
勝
㊞

　
　
　
　

正
五
位
杉
浦
誠
殿

　

右
事
実
相
違
無
之
ニ
付
証
明
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
五
位
杉
浦
誠
（
杉
浦
誠
）

　
（
以
下
、
旧
戸
籍
謄
本
御
下
付
願
・
戸
籍
証
明
願
は
翻
刻
省
略
）

　

右
に
よ
れ
ば
江
沢
は
、
四
年
二
月
に
開
拓
使
貫
属
卒
に
加
え
ら
れ
た
後
、
六
年

（
一
八
七
三
）
四
月
に
は
同
貫
属
士
族
に
列
せ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、

世
襲
の
卒
は
士
族
に
編
入
す
る
と
い
う
、
五
年
一
月
二
九
日
付
の
布
告
に
も
と
づ
く

措
置
だ
っ
た
。

　

貴
族
院
で
は
大
藤
以
下
三
七
名
（
な
ぜ
か
四
〇
名
で
も
三
八
名
で
も
な
い
）
に
よ

る
請
願
を
認
め
、
以
下
の
よ
う
な
議
決
が
な
さ
れ
て
い
る
。

史
料
８

　

属
籍
更
正
及
復
禄
ノ
件

　
　

東
京
市
京
橋
区
木
挽
町
平
民
大
藤
友
松
外
三
十
六
名
呈
出

右
ノ
請
願
ハ
請
願
人
等
旧
幕
府
箱
館
奉
行
支
配
ノ
者
ニ
シ
テ
給
禄
ヲ
受
ケ
箱
館
並

蝦
夷
各
地
樺
太
等
ニ
勤
務
中
明
治
元
年
閏
四
月
箱
館
裁
判
所
ヘ
引
継
カ
レ
爾
後

各
々
其
ノ
事
ニ
従
ヘ
ル
ヲ
以
テ
士
族
ニ
列
シ
家
禄
ヲ
給
セ
ラ
ル
ヘ
キ
者
ナ
ル
ニ
同

年
十
月
徳
川
脱
藩
襲
来
シ
騒
擾
ノ
為
メ
属
籍
及
家
禄
等
ノ
恩
典
ニ
浴
ス
ル
能
ハ
ス

遂
ニ
民
籍
ニ
降
サ
レ
タ
レ
ハ
其
ノ
属
籍
ヲ
更
正
士
族
ニ
編
入
シ
併
セ
テ
家
禄
ヲ
復

給
セ
ラ
レ
タ
シ
ト
ノ
旨
趣
ニ
シ
テ
貴
族
院
ハ
願
意
ノ
大
体
ハ
採
択
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト

議
決
致
候
因
テ
議
院
法
第
六
十
五
條
ニ
依
リ
別
冊
及
送
付
候
也

　
　

明
治
三
十
一
年
十
二
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貴
族
院
議
長
公
爵
近
衛
篤
麿

　
　
　

内
閣
総
理
大
臣
侯
爵
山
県
有
朋
殿）69
（
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先
に
紹
介
し
た
中
に
あ
っ
た
よ
う
に
、江
沢
の
請
願
は
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）

に
も
不
採
択
と
な
っ
て
い
た
。
江
沢
家
文
書
に
は
、
三
八
年
（
一
九
〇
五
）
九
月

二
八
日
付
で
大
蔵
大
臣
か
ら
出
さ
れ
た
「
願
意
採
用
シ
難
シ
」
と
の
指
令
が
残
さ
れ

て
お
り
、
結
局
、
長
年
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
た
請
願
運
動
は
実
を
結
ば
な
か
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
以
下
に
掲
げ
る
「
臨
時
秩
禄
処
分
調
査
局
」
の
罫
紙
に
記
さ
れ
た

も
の
が
そ
の
指
令
で
あ
る
。

史
料
９

指
令
秩
第
九
三
二
〇
六
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
市
浅
草
区
小
島
町
一
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
沢
正
勝

　
（
付
箋
）「
千
葉
県
長
生
郡
東
村
大
字
芝
原
一
四
五
三
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
沢
正
勝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
三
十
一
年
十
一
月
十
七
日
届
出
」

右
明
治
三
十
年
法
律
第
五
十
号
家
禄
賞
典
禄
処
分
法
ニ
基
キ
永
世
家
禄
給
与
ノ
件

出
願
ノ
処
、請
願
人
カ
家
禄
ナ
リ
ト
称
ス
ル
従
前
ノ
給
米
ハ
維
新
後
消
滅
ニ
帰
シ
、

更
ニ
明
治
三
年
十
一
月
二
十
日
ノ
達
ニ
拠
リ
禄
処
分
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
不

足
額
ナ
キ
ヲ
以
テ
願
意
採
用
シ
難
シ

　
　

明
治
三
十
八
年
九
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
蔵
大
臣
男
爵
曽
禰
荒
助
印

　

貴
族
院
で
議
決
さ
れ
な
が
ら
大
蔵
大
臣
が
採
用
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
議
員

た
ち
は
総
体
的
に
請
願
者
に
同
情
的
だ
っ
た
一
方
、
大
蔵
省
は
所
管
官
庁
と
し
て
あ

く
ま
で
厳
正
中
立
な
姿
勢
を
貫
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

と
も
に
請
願
運
動
に
取
り
組
ん
だ
仲
間
た
ち
も
同
様
の
結
果
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

特
に
平
民
と
な
っ
て
い
た
者
た
ち
は
悲
願
の
士
族
身
分
を
回
復
す
る
こ
と
す
ら
か
な

わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

江
沢
正
勝
は
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
九
月
七
日
に
五
五
歳
で
没
し
て
い
る
の

で
、
生
前
に
は
こ
の
結
果
を
知
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

復
禄
請
願
運
動
を
行
っ
た
旧
幕
臣
た
ち
の
全
体
像
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
概
観
す

る
と
と
も
に
、
請
願
者
と
そ
の
運
動
の
実
態
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
ま
と
め
る
と
以

下
の
よ
う
な
諸
点
を
指
摘
で
き
る
。

　

復
禄
請
願
と
い
う
行
動
に
走
っ
た
背
景
に
は
、
士
族
の
没
落
と
い
う
大
状
況
の
中

で
発
生
し
た
、
直
接
的
な
経
済
的
困
窮
や
金
銭
的
な
欲
望
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
史
料
で
は
、
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
内
容
ま

で
は
な
か
っ
た
。

　

目
先
の
利
害
と
も
い
う
べ
き
経
済
的
理
由
以
外
に
も
、明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）

家
禄
賞
典
禄
処
分
法
の
発
布
を
受
け
、
多
く
の
士
族
た
ち
が
我
も
我
も
と
復
禄
請
願

運
動
に
加
わ
っ
た
の
は
、
社
会
的
・
経
済
的
に
高
い
地
位
を
獲
得
し
た
一
部
の
者
た

ち
に
対
し
自
分
た
ち
は
不
当
に
貶
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
格
差
に
対
す
る
自
覚
、
す

な
わ
ち
明
治
以
降
に
生
ま
れ
た
近
代
的
な
権
利
意
識
の
高
ま
り
が
あ
る
反
面
、家
格
・

身
分
と
い
う
「
過
去
の
栄
光
」
を
再
確
認
し
、
失
わ
れ
た
名
誉
を
回
復
し
た
い
と
い

う
強
い
意
識
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
維
新
の
敗
者
で
あ
っ
た
旧
幕
臣
の
場
合
、
明

治
初
年
に
た
だ
よ
っ
て
い
た
一
種
の
喪
失
感
や
諦
め
か
ら
、
明
治
国
家
の
建
設
に
自

ら
も
寄
与
し
た
の
だ
と
い
う
自
覚
と
自
信
へ
と
転
じ
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。

　

た
だ
し
、
彼
ら
の
請
願
の
ほ
と
ん
ど
は
却
下
さ
れ
た
。
臨
時
秩
禄
処
分
調
査
局
が

明
治
三
八
年
（
一
九
〇
五
）
に
廃
止
さ
れ
る
ま
で
審
査
が
続
け
ら
れ
た
が
、
一
一
万

件
余
・
約
二
九
万
人
分
の
請
願
の
う
ち
認
定
さ
れ
た
の
は
一
〇
八
件
・
三
九
〇
六
人

分
に
す
ぎ
な
か
っ
た
）
70
（

。
そ
れ
は
請
願
の
根
拠
が
薄
弱
だ
っ
た
ほ
か
、
意
図
的
か
そ
う

で
な
か
っ
た
か
は
別
に
し
て
虚
偽
申
告
す
ら
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。資
料
も
曖
昧
で
、
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証
拠
不
十
分
の
例
も
多
か
っ
た
。
当
事
者
が
死
去
し
息
子
の
代
へ
と
世
代
交
代
が
進

ん
で
い
た
こ
と
で
、
父
の
世
代
の
詳
し
い
事
情
や
幕
府
時
代
の
身
分
制
度
の
実
態
を

知
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
維
新
後
の
禄
制
改
革
や
秩
禄
処
分
に
対
す
る
理
解
不
足
、
法

令
に
関
す
る
無
知
な
ど
も
大
き
な
理
由
だ
っ
た
ろ
う
。
維
新
か
ら
三
〇
年
以
上
が
経

過
し
、
自
家
の
歴
史
や
父
祖
の
履
歴
に
対
す
る
忘
却
が
進
む
と
と
も
に
、
資
料
の
滅

失
な
ど
が
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
特
に
武
士
と
庶
民
の
中
間
的
存
在
、
す
な
わ

ち
身
分
的
周
縁
に
い
た
者
た
ち
に
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
り
、
幕
府
と
い
う
巨
大
組

織
へ
の
帰
属
意
識
と
制
度
の
実
態
と
が
食
い
違
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

　

し
か
し
、
旧
幕
臣
・
旧
幕
府
関
係
者
に
よ
る
復
禄
請
願
書
の
数
々
は
、
足
軽
・
地

役
人
や
御
用
達
商
人
・
職
人
・
芸
能
者
な
ど
、
狭
義
の
旗
本
・
御
家
人
以
外
の
「
幕

府
に
連
な
る
人
々
」を
も
含
め
、幕
府
の
職
制
や
身
分
に
関
す
る
多
様
で
広
範
な
テ
ー

マ
を
提
示
す
る
歴
史
資
料
と
し
て
の
意
味
を
含
有
し
、
後
世
の
私
た
ち
に
は
研
究
上

の
少
な
か
ら
ぬ
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
全
国
諸
藩
の
場
合
に

お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
は
ず
で
あ
る
。

註（
1
）　

深
谷
博
治
『
華
士
族
秩
禄
処
分
の
研
究
』（
一
九
四
一
年
、
高
山
書
院
）、
千
田
稔
『
維
新
政

権
の
秩
禄
処
分
｜
天
皇
制
と
廃
藩
置
県
｜
』（
一
九
七
九
年
、
開
明
書
院
）、
落
合
弘
樹
「
帝

国
議
会
に
お
け
る
秩
禄
処
分
問
題
｜
家
禄
賞
典
禄
処
分
法
制
定
を
め
ぐ
っ
て
｜
」（『
人
文
学

報
』
第
七
三
号
、
一
九
九
四
年
、
後
に
同
人
『
明
治
国
家
と
士
族
』（
二
〇
〇
一
年
、
吉
川
弘

文
館
）
に
収
録
）
な
ど
。

（
2
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
六
年　

第
三
十
八
巻　

大
蔵
省
二
十
五
・
大
蔵
省
二
十
五
（
家
禄

賞
典
禄
処
分
二
十
二
）」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
公
文
類
纂
は
以
下
す
べ
て
同
館
蔵
）。

（
3
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
六
年　

第
三
十
四
巻　

大
蔵
省
二
十
一
・
大
蔵
省
二
十
一
（
家
禄

賞
典
禄
処
分
十
八
）」。

（
4
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
八
年　

第
四
十
四
巻　

大
蔵
省
二
十
八
・
大
蔵
省
二
十
八
（
家
禄

賞
典
禄
処
分
二
十
七
）」。

（
5
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
六
年　

第
三
十
三
巻　

大
蔵
省
二
十
・
大
蔵
省
二
十
（
家
禄
賞
典

禄
処
分
十
七
）」。

（
6
）　

福
田
の
履
歴
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
幕
臣
福
田
重
固
・
高
島
茂
徳
兄
弟
』（
二
〇
〇
六
年
、

私
家
版
）
な
ど
。

（
7
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
六
年　

第
三
十
巻　

大
蔵
省
十
七
・
大
蔵
省
十
七
（
家
禄
賞
典
禄

処
分
十
四
）」。

（
8
）　

布
施
鉉
吉
郎
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「
ま
ぼ
ろ
し
の
清
水
海
軍
学
校
」（『
清
見
潟
』
第
一
八
号
、

清
水
郷
土
史
研
究
会
、
二
〇
〇
九
年
、
一
四
頁
）
な
ど
で
言
及
し
た
。

（
9
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
六
年　

第
三
十
九
巻　

大
蔵
省
二
十
六
・
大
蔵
省
二
十
六
（
家
禄

賞
典
禄
処
分
二
十
三
）」。

（
10
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
八
年　

第
十
八
巻　

大
蔵
省
二
・
大
蔵
省
二
（
家
禄
賞
典
禄
処
分

一
）」。

（
11
）　

前
掲
『
維
新
政
権
の
秩
禄
処
分
』、
二
三
六
頁
の
第
9
表
、
三
〇
三
頁
の
第
13
表
の
1
。

（
12
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
八
年　

第
十
八
巻　

大
蔵
省
二
・
大
蔵
省
二
（
家
禄
賞
典
禄
処
分

一
）」。

（
13
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
六
年　

第
十
九
巻　

大
蔵
省
六
・
大
蔵
省
六
（
家
禄
賞
典
禄
処
分

三
）」。

（
14
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
七
年　

第
十
九
巻　

大
蔵
省
六
・
大
蔵
省
六
（
家
禄
賞
典
禄
処
分

五
）」。

（
15
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
六
年　

第
三
十
巻　

大
蔵
省
十
七
・
大
蔵
省
十
七
（
家
禄
賞
典
禄

処
分
十
四
）」。

（
16
）　
『
明
治
初
期
静
岡
県
史
料
』
第
一
巻
（
一
九
六
七
年
、
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
葵
文
庫
）、

四
五
〜
四
七
頁
。

（
17
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
七
年　

第
二
十
巻　

大
蔵
省
七
・
大
蔵
省
七
（
家
禄
賞
典
禄
処
分

六
）」。

（
18
）　
『
彰
義
隊
の
履
歴
書
｜
「
彰
義
隊
士
身
上
書
上
」
の
翻
刻
｜
』（
二
〇
〇
七
年
、
荒
川
区
立
荒

川
ふ
る
さ
と
文
化
館
）、
一
五
頁
。

（
19
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
六
年　

第
三
十
五
巻　

大
蔵
省
二
十
二
・
大
蔵
省
二
十
二
（
家
禄

賞
典
禄
処
分
十
九
）」。

（
20
）　

塩
谷
敏
郎
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
脱
走
旧
幕
府
軍
兵
士
の
戊
辰
戦
記
｜
塩
谷
敏
郎
「
戊
辰

ノ
変
夢
之
桟
奥
羽
日
記
」
の
翻
刻
｜
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
五
〇
集
、

二
〇
〇
九
年
）。

（
21
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
七
年　

第
十
八
巻　

大
蔵
省
五
・
大
蔵
省
五
（
家
禄
賞
典
禄
処
分

四
）」。

（
22
）　

同
前
。

（
23
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
七
年　

第
十
六
巻　

大
蔵
省
三
・
大
蔵
省
三
（
家
禄
賞
典
禄
処
分

二
）」、「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
六
年　

第
三
十
巻　

大
蔵
省
十
七
・
大
蔵
省
十
七
（
家
禄
賞

典
禄
処
分
十
四
）」、「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
六
年　

第
二
十
六
巻　

大
蔵
省
十
三
・
大
蔵
省

十
三
（
家
禄
賞
典
禄
処
分
十
）」、「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
八
年　

第
二
十
巻　

大
蔵
省
四
・
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大
蔵
省
四
（
家
禄
賞
典
禄
処
分
三
）」、「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
八
年　

第
四
十
三
巻　

大
蔵

省
二
十
七
・
大
蔵
省
二
十
七
（
家
禄
賞
典
禄
処
分
二
十
六
）」、「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
五
年　

第
四
十
三
巻　

大
蔵
省
二
十
・
大
蔵
省
二
十
（
家
禄
賞
典
禄
処
分
十
七
）」。

（
24
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
六
年　

第
二
十
八
巻　

大
蔵
省
十
五
・
大
蔵
省
十
五
（
家
禄
賞
典

禄
処
分
十
二
）」、「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
六
年　

第
三
十
二
巻　

大
蔵
省
十
九
・
大
蔵
省

十
九
（
家
禄
賞
典
禄
処
分
十
六
）」、「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
六
年　

第
三
十
九
巻　

大
蔵

省
二
十
六
・
大
蔵
省
二
十
六
（
家
禄
賞
典
禄
処
分
二
十
三
）」、「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
六

年　

第
四
十
一
巻　

大
蔵
省
二
十
八
・
大
蔵
省
二
十
八
（
家
禄
賞
典
禄
処
分
二
十
五
）」、「
公

文
類
纂　

明
治
三
十
八
年　

第
三
十
三
巻　

大
蔵
省
十
七
・
大
蔵
省
十
七
（
家
禄
賞
典
禄
処
分

十
六
）」、「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
八
年　

第
四
十
巻　

大
蔵
省
二
十
四
・
大
蔵
省
二
十
四
（
家

禄
賞
典
禄
処
分
二
十
三
）」。

（
25
）　
野
口
正
久
「
八
王
子
千
人
隊
の
士
族
復
帰
に
つ
い
て
」（『
法
政
史
学
』
第
二
九
号
、

一
九
七
七
年
）。

（
26
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
八
年　

第
三
十
巻　

大
蔵
省
十
四
・
大
蔵
省
十
四
（
家
禄
賞
典
禄

処
分
十
三
）」。

（
27
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
八
年　

第
二
十
巻　

大
蔵
省
四
・
大
蔵
省
四
（
家
禄
賞
典
禄
処
分

三
）」。

（
28
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
六
年　

第
二
十
三
巻　

大
蔵
省
十
・
大
蔵
省
十
（
家
禄
賞
典
禄
処

分
七
）」。

（
29
）　

前
掲
『
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
』
第
八
巻
、
三
三
六
頁
。

（
30
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
六
年　

第
三
十
七
巻　

大
蔵
省
二
十
四
・
大
蔵
省
二
十
四
（
家
禄

賞
典
禄
処
分
二
十
一
）」。

（
31
）　

明
治
二
年
刊
の
『
沼
津
御
役
人
附
』、
三
年
刊
の
『
静
岡
御
役
人
附
』。

（
32
）　
『
久
能
山
叢
書
』
第
五
編
（
一
九
八
一
年
、
久
能
山
東
照
宮
社
務
所
）、
三
八
三
頁
。

（
33
）　

た
と
え
ば
静
岡
藩
士
と
な
っ
た
旧
幕
府
能
楽
者
に
は
観
世
清
孝
・
観
世
元
規
ら
が
い
た
（
前

田
匡
一
郎
『
駿
遠
へ
移
住
し
た
徳
川
家
臣
団
』
第
三
編
、一
九
九
七
年
、私
家
版
、二
三
三
頁
）。

（
34
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
六
年　

第
三
十
八
巻　

大
蔵
省
二
十
五
・
大
蔵
省
二
十
五
（
家
禄

賞
典
禄
処
分
二
十
二
）」。

（
35
）　
『
江
戸
幕
臣
人
名
事
典
』
第
一
巻
（
一
九
八
九
年
、
新
人
物
往
来
社
）、
二
三
一
頁
。

（
36
）　

前
掲
『
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
』
第
八
巻
、
一
四
一
〜
一
四
三
頁
。

（
37
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
六
年　

第
三
十
八
巻　

大
蔵
省
二
十
五
・
大
蔵
省
二
十
五
（
家
禄

賞
典
禄
処
分
二
十
二
）」。

（
38
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
七
年　

第
二
十
巻　

大
蔵
省
七
・
大
蔵
省
七
（
家
禄
賞
典
禄
処
分

六
）」。

（
39
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
七
年　

第
十
八
巻　

大
蔵
省
五
・
大
蔵
省
五
（
家
禄
賞
典
禄
処
分

四
）」。

（
40
）　

村
上
直
・
荒
川
秀
俊
編『
江
戸
幕
府
代
官
史
料
｜
県
令
集
覧
｜
』（
一
九
七
五
年
、吉
川
弘
文
館
、

四
〇
五
頁
）
に
は
堤
方
役
の
一
人
と
し
て
「
森
川
栄
次
郎
」
の
名
が
見
出
せ
る
。

（
41
）　
『
明
治
年
間
法
令
全
書
』
第
三
巻
（
一
九
七
四
年
、
原
書
房
）、
五
一
九
〜
五
二
〇
頁
。

（
42
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
七
年　

第
十
八
巻　

大
蔵
省
五
・
大
蔵
省
五
（
家
禄
賞
典
禄
処
分

四
）」。

（
43
）　

山
口
稔
『
富
士
石
川
氏
史
』（
一
九
七
八
年
、
石
川
龍
胆
会
）、
一
三
七
頁
。
石
川
孫
四
郎
政

敷
に
つ
い
て
は
、
同
書
（
一
三
七
〜
一
三
八
頁
、
一
六
七
頁
）
の
ほ
か
、
拙
著
『
沼
津
兵
学
校

の
研
究
』（
二
〇
〇
七
年
、
吉
川
弘
文
館
、
三
七
七
頁
）
で
も
言
及
。

（
44
）　

拙
稿
「
史
料
紹
介　

山
木
鈴
木
家
文
書
中
の
静
岡
藩
御
用
留
｜
沼
津
兵
学
校
関
係
史
料
を
中

心
に
｜
」（『
韮
山
町
史
の
栞
』
第
一
四
集
、
一
九
九
〇
年
、
韮
山
町
）、
七
頁
。

（
45
）　

平
野
三
郎
右
衛
門
家
は
、
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
初
め
に
か
け
て
遠
江
国
で
代
官
を
つ
と

め
た
（『
徳
川
幕
府
全
代
官
人
名
辞
典
』、二
〇
一
五
年
、東
京
堂
出
版
、三
九
七
〜
三
九
九
頁
）。

（
46
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
六
年　

第
三
十
二
巻　

大
蔵
省
十
九
・
大
蔵
省
十
九
（
家
禄
賞
典

禄
処
分
十
六
）」。

（
47
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
八
年　

第
三
十
八
巻　

大
蔵
省
二
十
二
・
大
蔵
省
二
十
二
（
家
禄

賞
典
禄
処
分
二
十
一
）」。

（
48
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
六
年　

第
三
十
五
巻　

大
蔵
省
二
十
二
・
大
蔵
省
二
十
二
（
家
禄

賞
典
禄
処
分
十
九
）」。

（
49
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
六
年　

第
二
十
二
巻　

大
蔵
省
九
・
大
蔵
省
九
（
家
禄
賞
典
禄
処

分
六
）」。

（
50
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
八
年　

第
三
十
八
巻　

大
蔵
省
二
十
二
・
大
蔵
省
二
十
二
（
家
禄

賞
典
禄
処
分
二
十
一
）」。

（
51
）　

前
掲
『
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
』
第
八
巻
、
三
一
四
頁
。

（
52
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
六
年　

第
三
十
一
巻　

大
蔵
省
十
八
・
大
蔵
省
十
八
（
家
禄
賞
典

禄
処
分
十
五
）」。

（
53
）　
『
福
井
県
南
條
郡
誌
』（
一
九
三
四
年
、
南
条
郡
教
育
会
、
一
九
七
二
年
復
刻
、
名
著
出
版
）、

八
三
〇
頁
。

（
54
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
八
年　

第
二
十
八
巻　

大
蔵
省
十
二
・
大
蔵
省
十
二
（
家
禄
賞
典

禄
処
分
十
一
）」。

（
55
）　

前
掲
『
駿
遠
へ
移
住
し
た
徳
川
家
臣
団
』
第
三
編
、
一
八
二
〜
一
八
三
頁
。

（
56
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
六
年　

第
二
十
九
巻　

大
蔵
省
十
六
・
大
蔵
省
十
六
二
（
家
禄
賞

典
禄
処
分
十
三
）」。

（
57
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
六
年　

第
十
八
巻　

大
蔵
省
五
・
大
蔵
省
五
（
家
禄
賞
典
禄
処
分

二
）」。

（
58
）　

前
掲
『
江
戸
幕
臣
人
名
事
典
』
第
一
巻
、
一
八
六
頁
。

（
59
）　

巳
七
月
「
西
浦
奥
地
見
取
絵
図
差
上
候
書
付
」（
北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
「
御
用
留　

北
蝦
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樋
口
雄
彦
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）

（
二
〇
二
〇
年
四
月
九
日
受
付
、
二
〇
二
〇
年
八
月
二
〇
日
審
査
終
了
）

夷
地
仕
出
之
部　

安
政
四
巳
年
三
月
」
所
収
）。

（
60
）　
「
北
蝦
夷
地
御
用
留　

安
政
三
年
辰
三
月
」（
北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
）
所
収
。

（
61
）　

同
前
所
収
、
安
政
四
年
七
月
「
北
地
詰
役
々
増
人
数
之
儀
ニ
付
相
願
候
書
付
」。

（
62
）　
「
御
用
留　

安
政
七
庚
申
年
」（
北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
）
所
収
。

（
63
）　
「
第
一
種　

秘
書　

転
免
履
歴　

冊
ノ
十
三
」（
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
）。

（
64
）　

門
松
秀
樹
『
開
拓
使
と
幕
臣
』（
二
〇
〇
九
年
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
）、
二
〇
八
頁
、

二
二
二
頁
。

（
65
）　

前
掲
『
開
拓
使
と
幕
臣
』、
二
一
〇
頁
。

（
66
）　
「
明
治
四
辛
未
年
十
二
月　

官
員
明
細
短
冊
」（
北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
）
に
含
ま
れ
る
門
野

豊
秋
・
中
川
直
珍
・
有
田
信
安
・
山
本
希
作
（
賢
）・
川
合
清
蔵
（
寛
教
）・
有
田
鑑
蔵
（
信
）・

飯
高
三
郎
（
政
胤
）・
古
谷
八
十
七
（
重
利
）・
林
敬
三
郎
（
巨
伸
）・
古
谷
寿
太
郎
（
吉
孝
・
寿
）。

な
お
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
三
月
、
中
川
直
弥
（
珍
か
）
以
下
五
名
の
静
岡
県
復
籍
は
不

許
可
と
な
っ
て
い
る
（
前
掲
『
明
治
初
期
静
岡
県
史
料
』
第
一
巻
、
四
六
頁
）。

（
67
）　
「
私
事
願
伺
届　

六
ノ
内
四　

明
治
四
年
辛
未
自
六
月
至
八
月
」、「
願
伺
届
録　

第
弐
号
ノ

一　

明
治
十
年
七
月
」（
と
も
に
北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
）。

（
68
）　
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
三
〇
年
一
二
月
八
日
（
復
刻
版
・
明
治
編
57
、
一
九
九
四
年
、
日

本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
六
四
頁
）。
柴
田
直
養
は
、
箱
館
戦
争
時
に
止
む
を
得
ず
旧
幕
府
軍
に
協

力
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
朝
臣
に
な
れ
な
か
っ
た
元
箱
館
奉
行
支
配
定
役
元
締
格
柴
田

弁
一
郎
の
承
継
人
だ
っ
た
た
め
、
平
民
籍
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
（
前
掲
『
開
拓
使
と
幕
臣
』、

二
〇
四
頁
）。

（
69
）　
「
公
文
類
纂　

明
治
三
十
二
年　

第
三
十
三
巻　

帝
国
議
会　

第
十
三
回
六
」（
国
立
公
文
書

館
所
蔵
）。

（
70
）　

前
掲
「
帝
国
議
会
に
お
け
る
秩
禄
処
分
問
題
」、
一
九
三
頁
。
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